
資料

○緑の回廊設定方針の見直しについて

１．緑の回廊設定方針

（１）越後線新旧対照表（資料６－１－１）

（２）丹沢新旧対照表（資料６－１－２）

（３）秩父山地新旧対照表（資料６－１－３）

２．確認ポイント（丹沢・秩父山地・越後線）（資料６－２）

３．評価項目（案）（資料６－３）
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緑の回廊越後線設定方針（新旧対照表）        資料６－１－１ 

変更 現行 
 

緑の回廊越後線設定方針 

 

平成１２年度設定 

                        令和５年度一部改定 

関東森林管理局 

 

緑の回廊設定方針 

 
 国有林野における緑の回廊の設定について（平成 12 年 3 月 22 日付 12
林野経第 10 号林野庁長官通達。以下「設定要領」という。）の第３の１

の（１）に定める関東森林管理局緑の回廊設定方針は次のとおりとする。                       
 

第１ 緑の回廊の位置及び区域 

 
 １ 設定の目的 

   関東森林管理局が管轄する国有林野において、野生動植物の移動

経路を確保し生息・生育地の拡大と相互交流を促すための緑の回廊

（三国線・越後線・日光線） 

緑の回廊設定方針 

 

平成１２年度設定 

                            

関東森林管理局 

 

緑の回廊設定方針 

 
 国有林野における緑の回廊の設定について（平成 12 年 3 月 22 日付 12
林野経第 10 号林野庁長官通達。以下「設定要領」という。）の第３の１

の（１）に定める関東森林管理局緑の回廊設定方針は次のとおりとする。                       
 

第１ 緑の回廊の位置及び区域 

 
 １ 設定の目的 

   関東森林管理局が管轄する国有林野において、野生動植物の移動

経路を確保し生息・生育地の拡大と相互交流を促すための緑の回廊
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を設定し、より広範で効果的な森林生態系の保護・保全に努める。 

 

 ２ 位置及び区域の概定に当たっての考え方 

   緑の回廊は、原則として脊梁山脈、主要山脈等に設定することと

し、次の考え方で位置及び区域を概定するものとする。 

 （１）緑の回廊は、原則として、既存の保護林をそれぞれ連結するとと

もに、森林生態系として保護・保全することが適当と判断される

規模、形状を有するものとなるよう設定する。 

 （２）緑の回廊は、野生動植物の分布、保護林の配置状況等を勘案し位

置及び区域を概定し、野生動物の移動等に適した地理的条件等を

考慮しルートを検討するものとするが、区域の決定に当たって

は、原則として尾根、沢等の明確な地勢線をもって区画し、林小

班単位で設定することとする。 

 

 ３ ルートの選定に当たっての考え方 

   緑の回廊のルートは、２により概定した位置及び区域に対し、次

の各号を勘案して設定する。なお、特定の機能類型区分に限定しな

いこととするが、自然維持タイプを多く含むよう配慮する。 

 

 （１）野生動植物の生息・生育地間を効率的かつ効果的に連結させるた

め、極力、複雑な形状を避けて連結する。 

 （２）緑の回廊の連続性を妨げる程の急峻な地形を避けることとする。 

 （３）道路や河川等で分断される場合は、迂回するルート等も考慮す

る。 

 （４）保護林と緑の回廊との接続部の森林は、極力、林相が同質なもの

を設定し、より広範で効果的な森林生態系の保護・保全に努める。 

 

 ２ 位置及び区域の概定に当たっての考え方 

   緑の回廊は、原則として脊梁山脈、主要山脈等に設定することと

し、次の考え方で位置及び区域を概定するものとする。 

 （１）緑の回廊は、原則として、既存の保護林をそれぞれ連結するとと

もに、森林生態系として保護・保全することが適当と判断される

規模、形状を有するものとなるよう設定する。 

 （２）緑の回廊は、野生動植物の分布、保護林の配置状況等を勘案し位

置及び区域を概定し、野生動物の移動等に適した地理的条件等を

考慮しルートを検討するものとするが、区域の決定に当たって

は、原則として尾根、沢等の明確な地勢線をもって区画し、林小

班単位で設定することとする。 

 

 ３ ルートの選定に当たっての考え方 

   緑の回廊のルートは、２により概定した位置及び区域に対し、次

の各号を勘案して設定する。なお、特定の機能類型区分に限定しな

いこととするが、森林と人との共生林の自然維持タイプを多く含む

よう配慮する。 

 （１）野生動植物の生息・生育地間を効率的かつ効果的に連結させるた 

め、極力、複雑な形状を避けて連結する。 

 （２）緑の回廊の連続性を妨げる程の急峻な地形を避けることとする。 

 （３）道路や河川等で分断される場合は、迂回するルート等も考慮す

る。 

 （４）保護林と緑の回廊との接続部の森林は、極力、林相が同質なもの
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となるよう配慮する。 

 （５）極力、里山から離れた奥地に設定するとともに、農林業被害の防

止に十分配慮する。 

 （６）野生動物の移動や休息・採餌等に適した環境を有する箇所をでき

るだけ含むよう配慮する。 

 （７）緑の回廊のルートの設定に当たり、既存の権利関係等については

次による。 

    貸付契約地等、分収造林地、分収育林地及び共用林野に区分さ

れている林小班については、既存の権利を優先させることとし、

緑の回廊の区域から除外する。（ただし、共用林野については、緑

の回廊の連続性を確保するため止むを得ない場合は、現行の権利

関係を前提に、緑の回廊へ編入する。） 

 

４ 着目する野生生物種 

着目する野生生物種については、別添「評価項目」のとおりとする。

特に、緑の回廊設定後において後発的に実施する林地開発行為等が、

当該緑の回廊の区域に掛かる場合にあっては、同評価項目のうち「環

境影響評価手続等において確認すべきこと」に揚げる事項等に留意す

るものとする。 

 

  

 ５ 幅と長さ 

 （１）緑の回廊の幅と長さについては、次の各号によるものとする。 

   ア 緑の回廊の幅は、「緑の回廊設定要領の運用について」（平成

12 年 3 月 22 日付け林野庁経営企画課長通達）別表の 1（１）ツ

となるよう配慮する。 

 （５）極力、里山から離れた奥地に設定するとともに、農林業被害の防

止に十分配慮する。 

 （６）野生動物の移動や休息・採餌等に適した環境を有する箇所をでき

るだけ含むよう配慮する。 

 （７）緑の回廊のルートの設定に当たり、既存の権利関係等については

次による。 

    採草放牧地等貸地、分収造林地、分収育林地及び共用林野に区

分されている林小班については、既存の権利を優先させることと

し、緑の回廊の区域から除外する。（ただし、共用林野について

は、緑の回廊の連続性を確保するため止むを得ない場合は、現行

の権利関係を前提に、緑の回廊へ編入する。） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 幅と長さ 

 （１）緑の回廊の幅と長さについては、次の各号によるものとする。 

   ア 緑の回廊の幅は、「緑の回廊設定要領の運用について」（平成

12 年 3 月 22 日付け林野庁経営企画課長通達）別表の 1（１）ツ
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キノワグマ又はヒグマの場合の幅とし、原則として２ｋｍとす

る。 

   イ 緑の回廊で連結される保護林間の距離が設定要領の運用につ

いての基準よりも短い場合には、エッジ効果（断片化した生息地

の最外部が全く異質な外側の環境に直接さらされることにより

生息地内部に及ぶ影響）を回避する幅を確保すればよいことと

し、緑の回廊で連結される保護林間の距離が設定要領の基準よ

りも長距離にわたる場合又は河川や道路等により分断される場

合には、着目種の生息分布及び行動特性を踏まえ、幅の広い箇所

の設定に努める。 

   ウ 地理的に十分な幅の確保が困難な場合や、緑の回廊の設定時

の着目種に係る適切な幅に関する知見が不十分である場合に

ついては、エッジ効果を回避する幅を確保することを基準とす

る。 

 

（２）当該緑の回廊の設定後において後発的に実施する林地開発行為

等が、当該緑の回廊の区域に掛かる場合にあっては、野生生物の

移動経路の分断を確実に避けるとともに、当該生態系の連続性を

維持するために必要な幅と長さ（規模、形状等）を確実に確保す

るものとし、別添「評価項目」の「４ 緑の回廊の連続性の維持に

関すること」に留意するものとする。 

 

 ６ 緑の回廊を設定する区域等 

   緑の回廊を設定する区域は越後山脈を主とする区域とし、位置等

については別図による。 

キノワグマ又はヒグマの場合の幅とし、原則として２ｋｍとす

る。 

   イ 緑の回廊で連結される保護林間の距離が設定要領の運用につ

いての基準よりも短い場合には、エッジ効果（断片化した生息地

の最外部が全く異質な外側の環境に直接さらされることにより

生息地内部に及ぶ影響）を回避する幅を確保すればよいことと

し、緑の回廊で連結される保護林間の距離が設定要領の基準よ

りも長距離にわたる場合又は河川や道路等により分断される場

合には、着目種の生息分布及び行動特性を踏まえ、幅の広い箇所

の設定に努める。 

   ウ 地理的に十分な幅の確保が困難な場合や、緑の回廊の設定時

の着目種に係る適切な幅に関する知見が不十分である場合に

ついては、エッジ効果を回避する幅を確保することを基準とす

る。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 ５ 緑の回廊を設定する区域等 

   緑の回廊を設定する区域は次に掲げるとおりとし、位置等につい

ては別図による。 
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第２ 緑の回廊の維持・整備に関する事項 

 

 １ 伐採に関する事項 

   緑の回廊において伐採を行う場合には、次の各号に基づき実施す 

るものとする。 

 （１）森林生態系への影響を最小限にするため、伐採を行う場合は、原

則として、択伐又は複層伐とすることとし、皆伐を行う場合は、

伐区を小規模かつ分散させるとともに伐期の長期化に努める。 

 （２）伐採箇所の選定に当たっては、野生動植物の生息・生育地、営巣

木や採餌木の周辺、野生動植物の移動経路等への影響が大きい箇

所は避ける。 

 （３）伐採の実施に当たっては、貴重な野生動物の繁殖に影響がないよ

う時期に配慮する。 

 （４）森林性野生動物の保護を図るため、営巣、採餌、隠れ場として重

要な樹洞等がある巨木、古木は保残するとともに、倒木、枯損木

は巡視等の森林の管理において危険等の支障がない限り保残す

る。 

 （５）緑の回廊内に採餌場が無い場合は、餌場を確保するための小規模

な伐採を必要に応じて実施する。 

  

（１）三国山脈を主とする区域 

（２）越後山脈を主とする区域 

（３）奥日光山地を主とする区域 

 

第２ 緑の回廊の維持・整備に関する事項 

 

 １ 伐採に関する事項 

   緑の回廊において伐採を行う場合には、次の各号に基づき実施す 

るものとする。 

 （１）森林生態系への影響を最小限にするため、伐採を行う場合は、原

則として、択伐、漸伐又は複層伐とすることとし、皆伐を行う場

合は、伐区を小規模かつ分散させるとともに伐期の長期化に努め

る。 

 （２）伐採箇所の選定に当たっては、野生動植物の生息・生育地、営巣

木や採餌木の周辺、野生動植物の移動経路等への影響が大きい箇

所は避ける。 

 （３）伐採の実施に当たっては、貴重な野生動物の繁殖に影響がないよ

う時期に配慮する。 

 （４）森林性野生動物の保護を図るため、営巣、採餌、隠れ場として重

要な樹洞等がある巨木、古木は保残するとともに、倒木、枯損木

は巡視等の森林の管理において危険等の支障がない限り保残す

る。 

 （５）緑の回廊内に採餌場が無い場合は、餌場を確保するための小規模
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 ２ 更新・保育に関する事項 

   緑の回廊において更新・保育を行う場合には、次の各号に基づき

実施するものとする。 

 （１）画一的な更新とせず、前生樹、稚幼樹の生育・分布状況、ぼう芽

の発生状況等に留意しつつ、更新方法及び樹種を決定するととも

に、採餌木の植栽についても検討する。 

 （２）下刈や除伐は画一的に実施せず、侵入木や下層植生の保残育成に

努める。 

 （３）つる切に当たっては、植栽木の成長の支障とならないよう適宜行

うとともに、採餌場等においては野生動物の餌となるヤマブド

ウ、アケビ等のつる類の保残に努める。 

 （４）更新・保育の実施に当たっては、貴重な野生動物の繁殖に影響を

及ぼさないよう時期に配慮する。 

 

第３ 緑の回廊の管理に関する事項 

 

 １ 管理に関する事項 

   緑の回廊における管理については、次の各号に基づき実施するも 

のとする。 

 （１）緑の回廊の巡視に当たっては、特に野生動植物の生息・生育状況

及び環境の把握に努めるとともに、一般の入林者に対する普及啓

発に努めることとする。 

（２）林地開発行為等への対応として、設定趣旨を十分に踏まえ、慎重 

な伐採を必要に応じて実施する。 

 ２ 更新・保育に関する事項 

   緑の回廊において更新・保育を行う場合には、次の各号に基づき

実施するものとする。 

 （１）画一的な更新とせず、前生樹、稚幼樹の生育・分布状況、ぼう芽

の発生状況等に留意しつつ、更新方法及び樹種を決定するととも

に、採餌木の植栽についても検討する。 

 （２）下刈や除伐は画一的に実施せず、侵入木や下層植生の保残育成に

努める。 

 （３）つる切に当たっては、植栽木の成長の支障とならないよう適宜行

うとともに、採餌場等においては野生動物の餌となる山ブドウ、

アケビ等のつる類の保残に努める。 

 （４）更新・保育の実施に当たっては、貴重な野生動物の繁殖に影響を

及ぼさないよう時期に配慮する。 

 

第３ 緑の回廊の管理に関する事項 

 

 １ 管理に関する事項 

   緑の回廊における管理については、次の各号に基づき実施するも

のとする。 

 （１）緑の回廊の巡視に当たっては、特に野生動植物の生息・生育状況

及び環境の把握に努めるとともに、一般の入林者に対する普及啓

発に努めることとする。 

（２）緑の回廊に設定した林分に対する林地開発については、緑の回
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に対応する。ただし、公用、公共用など公益性の高いものについ 

て、上記第 1 の４「着目する野生生物種」における内容を十分に

考慮し、当該緑の回廊への影響度合いや野生生物の移動経路の確

保などを総合的に検討して対応する。 

 （３）緑の回廊の設定後、公用、公共用への活用要望等があり、設定の

変更等の調整を行う必要がある場合には、設定の趣旨及び公益性

を踏まえつつ、慎重に対応する。 

 （４）野生動植物の生息・生育に悪影響を及ぼさないよう配慮した上

で、緑の回廊に対する国民の理解を深めるための看板の設置等を

積極的に推進するとともに、地元の要望がある場合等必要に応じ

て森林環境教育の場として活用する。 

  

 ２ 施設の整備に関する事項 

 （１）緑の回廊における施設の整備については、次の各号に基づき実施

するものとする。 

   ア 観察施設や巡視拠点の建設等に当たっては、野生動植物の生

息・生育地、営巣木や採餌木の周辺、野生動植物の移動経路等

への影響が大きい箇所は避ける。 

また、その維持管理を適切に実施する。 

   イ 路網及び歩道については、側溝を作設する場合には L 字型の

側溝を採用する等野生動物の移動に悪影響を及ぼさないよう

配慮し、維持管理に努める。 

   ウ 治山施設については、透水型の工種を採用する等、野生動植

物の移動に悪影響を及ぼさないよう配慮する。また、その維持

管理に努める。 

廊の設定の趣旨に鑑み、慎重に対応する。 

 

 

 

 （３）緑の回廊の設定後、公用、公共用への活用要望等があり、設定の

変更等の調整を行う必要がある場合には、設定の趣旨及び公益性

を踏まえつつ、慎重に対応する。 

 （４）野生動植物の生息・生育に悪影響を及ぼさないよう配慮した上

で、緑の回廊に対する国民の理解を深めるための看板の設置等を

積極的に推進するとともに、地元の要望がある場合等必要に応じ

て森林環境教育の場として活用する。 

  

 

 

 

 ２ 施設の整備に関する事項 

 （１）緑の回廊における施設の整備については、次の各号に基づき実施

するものとする。 

   ア 観察施設や巡視拠点の建設等に当たっては、野生動植物の生

息・生育地、営巣木や採餌木の周辺、野生動植物の移動経路等

への影響が大きい箇所は避ける。 

また、その維持管理を適切に実施する。 

   イ 路網及び歩道については、側溝を作設する場合には L 字型の

側溝を採用する等野生動物の移動に悪影響を及ぼさないよう

配慮し、維持管理に努める。 
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 （２）施設の整備に当たっては、その整備が野生動植物の生息・生育環

境に悪影響を及ぼさないよう、必要に応じて学識経験者等の意見

を聴取するなど計画初期段階から十分に検討し、必要最小限とす

る。 

    また、施設整備に伴い植栽を行う場合には、郷土種の植栽に努

める。 

 

第４ 緑の回廊のモニタリングに関する事項 

 

 １ 緑の回廊におけるモニタリング（継続的観測・記録）については、

次の各号に基づき実施するものとする。 

 （１）モニタリングに当たっては、林学、生態学、遺伝学等について学

術的知見を有する者の協力を得るとともに、その目的に応じて林

内の定点観測等を実施する。 

また、必要に応じ自然保護団体等の協力を得ることとする。 

 （２）モニタリングに当たっては、地域ごとにその対象とする野生動植

物種等を明確にするとともに、対象とする種と他の野生動植物種

との関係及び野生動物による獣害の把握にも努めることとする。 

 

 ２ モニタリングの結果得られた知見については、緑の回廊の維持管

理に適切に反映させることとし、モニタリングの結果、既設の緑の

回廊の区域を変更すべきと判断される場合には区域の見直し等を

行う。 

 

   ウ 治山施設については、透水型の工種を採用する等、野生動植

物の移動に悪影響を及ぼさないよう配慮する。また、その維持

管理に努める。 

 （２）施設の整備に当たっては、その整備が野生動植物の生息・生育環

境に悪影響を及ぼさないよう、必要に応じて学識経験者等の意見

を聴取するなど計画初期段階から十分に検討し、必要最小限とす

る。 

    また、施設整備に伴い植栽を行う場合には、郷土種の植栽に努

める。 

 

第４ 緑の回廊のモニタリングに関する事項 

 

 １ 緑の回廊におけるモニタリング（継続的観測・記録）については、

次の各号に基づき実施するものとする。 

 （１）モニタリングに当たっては、林学、生態学、遺伝学等について学

術的知見を有する者の協力を得るとともに、その目的に応じて林

内の定点観測等を実施する。 

また、必要に応じ自然保護団体等の協力を得ることとする。 

 （２）モニタリングに当たっては、地域ごとにその対象とする野生動植

物種等を明確にするとともに、対象とする種と他の野生動植物種

との関係及び野生動物による獣害の把握にも努めることとする。 

 

 ２ モニタリングの結果得られた知見については、緑の回廊の維持管

理に適切に反映させることとし、モニタリングの結果、既設の緑の
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 ３ モニタリングの結果については、節目毎に報告書等をまとめるほ

か、希少動植物の保護に配慮しつつ広く情報提供に努めるものとす

る。 

 （１）報告書等の情報については、林学、生態学、遺伝学等の学術的な

有効利用を図る目的で広く情報提供に努める。 

 （２）情報提供に当たっては、広く一般に周知する目的で、マスコミ発

表等により報告書そのものの存在を明らかにするとともに、森林

管理局開設のホームページにその概要を掲載する。 

 

４ その他 

林地開発行為等における工事の実施中及び供用開始後において、開発

行為をした者が行う事後調査の結果等を確認するとともに、長期的なモ

ニタリングを継続して実施するものとする。 

 

第５ その他留意事項 

１ 普及啓発等 

（１） 野生動植物の生息・生育に悪影響を及ぼさない範囲で、国有林に

おける緑の回廊への取組についての国民の理解を深めるため、

様々な機会をとらえ、広報を行うものとする。 

また、緑の回廊に設定された森林を森林環境教育の場として活

用に努める。 

さらに、国有林における緑の回廊の設定から得られた知見につい

ては、都道府県や市町村等に対して情報提供を行う。 

（２）緑の回廊の設定、管理等を適切に行うため、環境省等関係行政機

関、地方公共団体等との連携に努める。 

回廊の区域を変更すべきと判断される場合には区域の見直し等を

行う。 

 

 ３ モニタリングの結果については、節目毎に報告書等をまとめるほ

か、希少動植物の保護に配慮しつつ広く情報提供に努めるものとす

る。 

 （１）報告書等の情報については、林学、生態学、遺伝学等の学術的な

有効利用を図る目的で広く情報提供に努める。 

 （２）情報提供に当たっては、広く一般に周知する目的で、マスコミ発

表等により報告書そのものの存在を明らかにするとともに、森林

管理局開設のホームページにその概要を掲載する。 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 
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２ その他 

モニタリング調査の結果や公益上の理由により区域の変更等が必要

になった場合は保護林管理委員会の意見を聴取し適切に行う。特に、

林地開発行為等に対応するものとして区域の変更等を行う場合にあ

っては、森林生態系の連続性を維持することについて十分に配慮する

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 



  

- 1 - 

丹沢緑の回廊設定方針（新旧対照表）         資料６－１－２ 

変更 現行 
丹沢緑の回廊設定方針 

 

平成１４年１２月 

令和５年度一部改定 

関東森林管理局 

丹沢緑の回廊設定方針 

 

１ 緑の回廊の位置及び区域 

 

（１）設定の目的  

 

 

 

 

国有林野の管理経営に当っては、国土の保全その他国有林野の有す

る公益的機能の維持増進を図るため、これまで自然環境の維持、貴重

な動植物の保護、遺伝資源の保全等を目的として、森林生態系保護地

域等の保護林を設定するなど、優れた自然環境の保護・保全に努めて

きたところである。 

丹沢緑の回廊設定方針 

 

平成１４年１２月 

 

関東森林管理局東京分局 

丹沢緑の回廊設定方針 

 

１. 緑の回廊の位置及び区域 

 

（１）設定の目的  

関東森林管理局東京分局が管轄する国有林野は、首都圏及びその

周辺に位置し、富士山をはじめ秩父山地、八溝山地等標高の高い脊梁

山地を中心に分布している。 

このような首都圏をかかえる地理的特性を生かし、当局では、 

国有林野の管理経営に当たり、国土の保全その他国有林野の有する

公益的機能の維持増進を図るため、これまで自然環境の維持、貴重な

動植物の保護、遺伝資源の保全等を目的として、南アルプス南部光岳

森林生態系保護地域等の保護林８１箇所を設定するなど、優れた自

然環境の保護・保全に努めてきたところである。 
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しかし、近年、地球規模での環境問題が深刻化し、地球環境の保全

に対する国民の関心が高まる中で、生物多様性の保全等の取組がよ

り一層必要となっている。 

このため、個々の保護林を連結して、野生動植物の生息・生育地の

拡大と相互交流を促し、より効果的に森林生態系の保護・保全を図る

「緑の回廊」を設定することとする。 

 

（２）位置及び区域の概要及び設定に当たっての考え方 

ア 位置及び区域の概要 

本緑の回廊は、首都から南西方向へ直線で約 50ｋｍにあり、標

高 1,500 ｍ級の山並みが連なる丹沢山地から山梨県・静岡県と接

する三国山をとおり角取山までとなっている。 

気候は、太平洋岸式気候を示し、一般に温暖である。植生は、 

丘陵帯、低山帯、山地帯の植生がみられる。 

本緑の回廊は、別紙「丹沢緑の回廊位置図」のとおり。 

イ 設定に当たっての考え方 

保護林間を連続的に連結することを基本に、必要に応じて不連 

続な形状も可能とする。 

丹沢山地森林生物遺伝資源保存林から西丹沢モミ植物群落をつ 

なぎ、基本的に脊梁山地を中心に設定する。 

 

（３）ルートの選定に当たっての考え方 

ルートは、自然維持タイプを中心に設定することとする。 

 

 

しかし、近年、地球規模での環境問題が深刻化し、地球環境の保全

に対する国民の関心が高まる中で、生物多様性の保全等の取組がよ

り一層必要となっている。 

このため、個々の保護林を連結して、野生動植物の生息・生育地の

拡大と相互交流を促し、より効果的に森林生態系の保護・保全を図る

「緑の回廊」を設定することとする。 

 

（２）位置及び区域の概要及び設定に当たっての考え方 

① 位置及び区域の概要 

設定予定地は、首都から南西方向へ直線で約 50ｋｍにあり、標 

高 1,500 ｍ級の山並みが連なる丹沢山地から山梨県・静岡県と接 

する三国山をとおり角取山までとなっている。 

気候は、太平洋岸式気候を示し、一般に温暖である。植生は、丘 

陵帯、低山帯、山地帯の植生がみられる。 

予定地は、別紙「設定予定地概略位置図」のとおり。 

② 設定に当たっての考え方 

保護林間を連続的に連結することを基本に、必要に応じて不連 

続な形状も可能とする。 

丹沢山地森林生物遺伝資源保存林から西丹沢モミ植物群落をつ 

なぎ、基本的に脊梁山地を中心に設定する。 

 

（３）ルートの選定に当たっての考え方 

ルートは、森林と人との共生林のうち自然維持タイプを中心に設

定することとする。 
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（４）着目する野生生物種 

森林生態系の広い行動圏を持ち、種子散布者としての重要な役割

を担うツキノワグマをアンブレラ種として定めることとする。これ

によりツキノワグマの随伴種（ニホンカモシカ、ニホンリス、ヤマネ

等）を含む多様な動植物を保全対象とすることができる。 

多様な動植物、その他着目する野生生物種については、別添「評

価項目」のとおりとする。特に、緑の回廊設定後において後発的に

実施する林地開発行為等が、当該緑の回廊の区域に掛かる場合にあ

っては、同評価項目のうち「環境影響評価手続等において確認すべ

きこと」に掲げる事項等に留意するものとする。 

 

（５）幅と長さ 

アンブレラ種がツキノワグマであることから、幅は 2ｋｍ、長さを

20ｋｍを目安として設定することとする。 

なお、道路等で分断される場合は、目安の幅より広くとることと

する。 

最小幅国有林 1.2ｋｍ、民有林（小山町有林） 0.1ｋｍ 

延長 43.0ｋｍ 

また、当該緑の回廊の設定後において後発的に実施する林地開発 

行為等が、当該緑の回廊の区域に掛かる場合にあっては、野生生物 

の移動経路の分断を確実に避けるとともに、当該生態系の連続性を 

維持するために必要な幅と長さ（規模、形状等）を確実に確保する 

ものとし、別添「評価項目」の「４ 緑の回廊の連続性の維持に関す 

ること」に留意するものとする。 

 

（４）着目する野生動植物種 

森林生態系の広い行動圏を持ち、種子散布者としての重要な役割

を担うツキノワグマをアンブレラ種として定めることとする。これ

によりツキノワグマの随伴種（ニホンカモシカ、ニホンリス、ヤマネ

等）を含む多様な動植物を保全対象とすることができる。 

 

 

 

 

 

 

（５）幅と長さ 

アンブレラ種がツキノワグマであることから、幅は 2ｋｍ、長さを

20ｋｍを目安として設定することとする。 

なお、道路等で分断される場合は、目安の幅より広くとることと

する。 

最小幅国有林 1.2ｋｍ、民有林（小山町有林） 0.1ｋｍ 

延長 43.0ｋｍ 
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（６）緑の回廊に設定する林小班 

設定は、林小班を単位に主要な尾根、沢等の地勢線により明確に

なるように区画する。 

 

２ 緑の回廊の維持・整備に関する事項 

野生動植物の移動や生息・生育及び採餌等に良好な状態となるよう、 

維持・整備を適切に実施することとともに以下の事項に配慮する。 

伐採及び更新・保育を実施する場合は、野生動物の繁殖に影響を及 

ぼさないよう時期を選定する。 

分収造林、分収育林、共用林野については、現行の取り扱いどおり

とする。 

 

（１） 伐採に関する事項 

ア 天然林 

天然林は、原則として自然の推移に委ねることとする。 

イ 人工林 

人工林は、原則として皆伐は行わないこととし、間伐等を繰り返 

し、針広混交林又は天然林への誘導を図ることとする。 

ウ その他 

営巣、餌場、隠れ場等として重要な巨木、枯木、倒木等につい

ては、入林者（登山者）及び巡視等の森林管理上危険がない限り保

残することとする。 

 

（２） 更新保育に関する事項 

 

（６）緑の回廊に設定する林小班 

設定は、林小班を単位に主要な尾根、沢等の地勢線により明確に

なるように区画する。 

 

２. 緑の回廊の維持・整備に関する事項 

野生動植物の移動や生息・生育及び採餌等に良好な状態となるよう、 

維持・整備を適切に実施することとともに以下の事項に配慮する。 

伐採及び更新・保育を実施する場合は、野生動物の繁殖に影響を及 

ぼさないよう時期を選定する。 

分収造林、分収育林、共用林野については、現行の取り扱いどおりと

する。 

 

（１） 伐採に関する事項 

① 天然林 

天然林は、原則として自然の推移に委ねることとする。 

② 人工林 

人工林は、原則として皆伐は行わないこととし、間伐等を繰り返

し、針広混交林又は天然林への誘導を図ることとする。 

③ その他 

営巣、餌場、隠れ場等として重要な巨木、枯木、倒木等について 

は、入林者（登山者）及び巡視等の森林管理上危険がない限り保残

することとする。 

 

（２） 更新保育に関する事項 
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ア 更新は、稚幼樹の発生状況等を勘案しながら画一的に行わない 

こととし、必要に応じて採餌木の植栽を行うこととする。 

イ 下刈や除伐等の保育は、画一的に行わないこととし、広葉樹の

侵入木を保残するなど針広混交林となるよう取り扱うこととす

る。 

また、野生動物の餌となるヤマブドウ等のつる類は、樹木の生

育に支障のない限り保残に努めることとする。 

 

３  緑の回廊の管理に関する事項 

管理に関しては各種法規制等によるとともに、以下の事項に配慮す 

ることとする。 

（１）動植物の保護 

ア 動物に関する事項 

原則として狩猟は行わないこととし、関係機関との調整を図る

こととする。 

なお、関係機関等の許可を得て行う有害鳥獣駆除については、

当面認めることとするが、駆除方法についてはツキノワグマなど

他の鳥獣に害が及ぶことのないよう留意することとする。 

 

イ 植物に関する事項 

原則として植物の採取は認めない。 

ただし、学術調査・研究のための試料等の採取については、関

係機関との調整を図り、最小限となるようにすることとする。 

 

（２）巡視に関する事項 

① 更新は、稚幼樹の発生状況等を勘案しながら画一的に行わない 

こととし、必要に応じて採餌木の植栽を行うこととする。 

② 下刈や除伐等の保育は、画一的に行わないこととし、広葉樹の

侵入木を保残するなど針広混交林となるよう取り扱うこととす

る。 

また、野生動物の餌となるヤマブドウ等のつる類は、樹木の生育

に支障のない限り保残に努めることとする。 

 

３. 緑の回廊の管理に関する事項 

管理に関しては各種法規制等によるとともに、以下の事項に配慮す

ることとする。 

（１）動植物の保護 

① 動物に関する事項 

原則として狩猟は行わないこととし、関係機関との調整を図る 

こととする。 

なお、関係機関等の許可を得て行う有害鳥獣駆除については、

当面認めることとするが、駆除方法についてはツキノワグマなど

他の鳥獣に害が及ぶことのないよう留意することとする。 

 

② 植物に関する事項 

原則として植物の採取は認めない。 

ただし、学術調査・研究のための試料等の採取については、関

係機関との調整を図り、最小限となるようにすることとする。 

 

（２）巡視に関する事項 
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巡視に当たっては、特に野生動植物の生息・生育状況及び環境の

把握に努 めるとともに、入林者等に対する普及啓蒙に努めることと

する。 

（３）林地開発に関する事項 

ア 林地開発行為等への対応として、設定趣旨を十分に踏まえ、慎

重に対応する。 

ただし、公用、公共用など公益性の高いものについて、上記１ 

の（４)「着目する野生生物種」における内容を十分に考慮し、

当該緑の回廊への影響度合いや野生生物の移動経路の確保などを

総合的に検討して対応する。 

イ 緑の回廊の設定後、公用、公共用への活用要望等があり、設定 

の変更等の調整を行う必要がある場合には、設定の趣旨及び公益

性を踏まえつつ、慎重に対応する。 

 

（４）施設等に関する事項 

施設の整備及び治山施設等の設置に当たっては、野生生物の生息・

生育環境に悪影響を及ぼさないように配慮することとする。 

 

（５）森林環境教育に関する事項 

野生動植物の生息・生育に悪影響を及ぼさないよう配慮した上で、

必要に応じて森林環境教育の場として活用することとする。 

 

４ 緑の回廊のモニタリングに関する事項 

野生動植物の生息・生育・移動状況や森林施業との関係等を把握する

ため、モニタリング調査を行う。 

巡視に当たっては、特に野生動植物の生息・生育状況及び環境の

把握に努 めるとともに、入林者等に対する普及啓蒙に努めることと

する。 

（３）林地開発に関する事項 

原則として林地の開発は行わないこととする。 

ただし、公用・共用など公益性の高いものについては、関係機関等

と協議のうえ対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）施設等に関する事項 

施設の整備及び治山施設等の設置に当たっては、野生生物の生息・

生育環境に悪影響を及ぼさないように配慮することとする。 

 

（５）森林環境教育に関する事項 

野生動植物の生息・生育に悪影響を及ぼさないよう配慮した上で、

必要に応じて森林環境教育の場として活用することとする。 

 

４. 緑の回廊のモニタリングに関する事項 

野生動植物の生息・生育・移動状況や森林施業との関係等を把握する

ため、モニタリング調査を行う。 
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（１）実施体制 

モニタリング調査の実施に当たっては、試験研究機関及び自然保

護団体等のボランティア団体等の協力を得ながら実施する。 

 

（２）情報提供の考え方 

モニタリング調査により得られた結果については、緑の回廊の整

備及び管理等に適切に反映させるとともに、都道府県及び市町村等

の関係部局、大学、試験研究機関等へ積極的に提供することとする。 

 

（３）その他 

林地開発行為等における工事の実施中及び供用開始後において、

開発行為をした者が行う事後調査の結果等を確認するとともに、長

期的なモニタリングを継続して実施するものとする。 

 

５ その他留意事項 

（１）区域の見直し等 

モニタリング調査の結果や公益上の理由により区域の変更等が必

要になった場合は保護林管理委員会の意見を聴取し適切に行う。特

に、林地開発行為等に対応するものとして区域の変更等を行う場合

にあっては、森林生態系の連続性を維持することについて十分に配

慮するものとする。 

 

（２）普及啓発 
ア 野生動植物の生息・生育に悪影響を及ぼさない範囲で、国有 

 

（１）実施体制 

モニタリング調査の実施に当たっては、試験研究機関及び自然保

護団体等のボランティア団体等の協力を得ながら実施する。 

 

（２）情報提供の考え方 

モニタリング調査により得られた結果については、緑の回廊の整

備及び管理等に適切に反映させるとともに、都道府県及び市町村等

の関係部局、大学、試験研究機関等へ積極的に提供することとする。 

 

（新設） 

 

 

 

 

５.その他留意事項 

（１）区域の見直し等 

モニタリング調査の結果や公益上の理由等によって、区域等の変 

更が必要な場合には変更ができるものとする。 

 

 

 

 

（２）普及啓発 

緑の回廊に対する国民の理解を深めるための看板の設置等ＰＲ活
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林における緑の回廊への取組についての国民の理解を深めるた 

め、様々な機会をとらえ、回廊についての広報を行うものとす 

る。 

また、緑の回廊に設定された森林を森林環境教育の場として活

用に努める。 

さらに、国有林における緑の回廊の設定から得られた知見につ 

いては、都道府県や市村等に対して情報提供を行う。 

イ 緑の回廊の設定、管理等を適切に行うため、環境省等関係行政 

機関、地方公共団体等との連携に努める。 

 

（参考）◎所有者別面積 

区   分 面積(ha) 関係保護林面積

(ha) 
備 考 

国 有 林 ３，５５２ １，１５６  
神奈川県 ２，４０３ －  

横 浜 市 ２，０４４ －  
小 山 町   ３０３ － 静岡県県行造林地１４

７ha 含む 

計 ８，３０２ １，１５６  
 

（略） 

 

 

 

動に努めることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）◎所有者別面積 

区   分 面積(ha) 関係保護林面積

(ha) 
備 考 

国 有 林 ３，５５２ １，１５６  
神奈川県 ２，４０３ －  

横 浜 市 ２，０４４ －  
小 山 町   ３０３ － 静岡県県行造林地１４

７ha 含む 

計 ８，３０２ １，１５６  
 

（略） 
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秩父山地緑の回廊設定方針（新旧対照表）        資料６－１－３ 

変更 現行 
 

 

秩父山地緑の回廊設定方針 

                                                               

平成１２年１２月 

令和５年度一部改定 
 

関東森林管理局 

秩父山地緑の回廊設定方針 

 

１ 緑の回廊の位置及び区域 

 

（１）設定の目的  

   近年、地球規模での森林も含めた環境問題が深刻化する中で、生

物多様性の保全等新たな取組が求められているところである。 

国有林野には貴重な野生動植物が多く生息・生育しており、従来

からそのような場所を積極的に保護林として設定し、保護・保全に

努めてきたところであるが、野生動植物の多様性を保全し、豊かに

するため、それぞれの保護林を連結して、野生動植物の生息・生育地

の拡大と相互交流を促し、より効果的に森林生態系の保護・保全を

図る「緑の回廊」を設定することとする。 

 

 

秩父山地緑の回廊設定方針 

                                                               

平成１２年１２月 

 
 

関東森林管理局東京分局 

秩父山地緑の回廊設定方針 

 

１ 緑の回廊の位置及び区域 

 

（１）設定の目的  

   近年、地球規模での森林も含めた環境問題が深刻化する中で、生

物多様性の保全等新たな取組が求められているところである。 

国有林野には貴重な野生動植物が多く生息・生育しており、従来

からそのような場所を積極的に保護林として設定し、保護・保全に

努めてきたところであるが、野生動植物の多様性を保全し、豊かに

するため、それぞれの保護林を連結して、野生動植物の生息・生育地

の拡大と相互交流を促し、より効果的に森林生態系の保護・保全を

図る「緑の回廊」を設定することとする。 
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（２）設定区域の概要 

   国有林野の分布及び保護林の設定状況から、秩父山地生物群集保 

護林を中心に「緑の回廊」を設定することとする。 

なお、将来は隣接する国有林及び民有林との連携も考慮しながら 

「緑の回廊」の拡充を図ることとする。 

 

（３）ルートの選定に当たっての考え方 

秩父山地生物群集保護林を中心に雲取山から甲武信ヶ岳、三国山

を経て天丸山に至る稜線に沿って設定することとする。 

 

 

 

（４）着目する野生生物種 

多様な生物種が対象となるように、森林生態系の食物連鎖の頂点 

に立つ動物種（アンブレラ種）として、広い行動圏を持つツキノワグ

マに着目して設定することとする。 

多様な生物種、その他着目する野生生物種については、別添「評価 

項目」のとおりとする。特に、緑の回廊設定後において後発的に実施

する林地開発行為等が、当該緑の回廊の区域に掛かる場合にあって

は、同評価項目のうち「環境影響評価手続等において確認すべきこ

と」に掲げる事項等に留意するものとする。 

 

（５）緑の回廊の幅と長さ 

着目するアンブレラ種がツキノワグマであることから、幅 2ｋｍ、

長さ 20ｋｍを目安として設定することとする。 

（２）設定区域の概要 

   国有林野の分布及び保護林の設定状況から、秩父山地森林生物伝 

資源保存林を中心に「緑の回廊」を設定することとする。 

なお、将来は隣接する国有林及び民有林との連携も考慮しながら 

「緑の回廊」の拡充を図ることとする。 

 

（３）ルートの選定に当たっての考え方 

秩父山地森林生物遺伝資源保存林を中心に雲取山から甲武信ヶ 

岳、三国山を経て天丸山に至る稜線に沿って設定することとする。 

 

延長 44km 、面積 8,599ha （うち保護林面積 2,146ha） 

 

（４）着目する野生動植物種 

多様な生物種が対象となるように、森林生態系の食物連鎖の頂点 

に立つような動物種として、広い行動圏を持つツキノワグマに着目 

して設定することとする。 

 

 

 

 

 

 

（５）緑の回廊の幅と長さ 

ツキノワグマに着目したため、幅 2ｋｍ、長さ 20ｋｍを目安と 

して設定することとした。 
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なお、道路などにより分断される場合は、目安の幅より広くとる 

こととする。 

延長 44km 

また、当該緑の回廊の設定後において後発的に実施する林地開発 

行為等が、当該緑の回廊の区域に掛かる場合にあっては、野生生物 

の移動経路の分断を確実に避けるとともに、当該生態系の連続性を 

維持するために必要な幅と長さ（規模、形状等）を確実に確保する 

ものとし、別添「評価項目」の「４ 緑の回廊の連続性の維持に関す 

ること」に留意するものとする。 

 

 

（６）緑の回廊に設定する林小班 

主要な尾根、沢等の地勢線により明確になるように区画し、林小 

班を単位として設定することとする。 

 

２ 「緑の回廊」の維持・整備に関する事項 

野生生物の移動や生息・生育及び採餌等に良好な状態となるよう、

維持・整備を適切に実施することとする。 

 

（１）伐採に関する事項 

ア 天然林 

天然林は、原則として自然の推移に委ねることとする。 

イ 人工林 

人工林は、原則として皆伐は行わないこととし、間伐等を繰り返 

し、針広混交林又は天然林への誘導を図ることとする。 

なお、道路などにより分断される場合は、目安の幅より広くとる 

こととする。 

 

 

 

 

 

 

（６）緑の回廊に設定する林小班 

主要な尾根、沢等の地勢線により明確になるように区画し、林小 

班を単位として設定することとする。 

 

２ 「緑の回廊」の維持・整備に関する事項 

野生生物の移動や生息・生育及び採餌等に良好な状態となるよう、

維持・整備を適切に実施することとする。 

 

（１）伐採に関する事項 

① 天然林 

天然林は、原則として自然の推移に委ねることとする。 

② 人工林 

人工林は、原則として皆伐は行わないこととし、間伐等を繰り返 

し、針広混交林又は天然林への誘導を図ることとする。 

③ 営巣、餌場、隠れ場等として重要な巨木、枯木、倒木等について 

は、入林者（登山者）及び巡視等の森林管理上危険がない限り保 

残することとする。 
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ウ 営巣、餌場、隠れ場等として重要な巨木、枯木、倒木等について 

は、入林者（登山者）及び巡視等の森林管理上危険がない限り保残 

することとする。 

（２）更新・保育に関する事項 

ア 更新は、稚幼樹の発生状況等を勘案しながら画一的に行わない 

こととし、必要に応じて採餌木の植栽を行うこととする。 

イ 除伐等の保育については、画一的に行わないこととし、広葉樹 

の侵入木を保残するなど針広混交林となるよう取り扱うこととす

る。 

また、野生動物の餌となる山ブドウ等のつる類は樹木の生育に

支障のない限り保残に努めることとする。 

 

３ 「緑の回廊」の管理に関する事項 

（１）動植物の保護 

ア 動物 

原則として狩猟は行わないこととし、関係機関との調整を図る 

こととする。 

なお、関係機関等の許可を得て行う有害鳥獣駆除については、 

当面認めることとする。 

イ 植物 

原則として植物の採取は認めない。 

ただし、学術調査・研究のための試料等の採取については、関 

係機関との調整を図り、最小限となるようにすることとする。 

（２）巡視 

巡視に当たっては、特に野生動植物の生息・生育状況及び環境の 

（２）更新・保育に関する事項 

① 更新は、稚幼樹の発生状況等を勘案しながら画一的に行わない 

こととし、必要に応じて採餌木の植栽を行うこととする。 

② 除伐等の保育については、画一的に行わないこととし、広葉樹 

の侵入木を保残するなど針広混交林となるよう取り扱うこととす

る。 

また、野生動物の餌となる山ブドウ等のつる類は樹木の生育に 

支障のない限り保残に努めることとする。 

 

３ 「緑の回廊」の管理に関する事項 

（１）動植物の保護 

① 動物 

原則として狩猟は行わないこととし、関係機関との調整を図る 

こととする。 

なお、関係機関等の許可を得て行う有害鳥獣駆除については、 

当面認めることとする。 

② 植物 

原則として植物の採取は認めない。 

ただし、学術調査・研究のための試料等の採取については、関 

係機関との調整を図り、最小限となるようにすることとする。 

（２）巡視 

巡視に当たっては、特に野生動植物の生息・生育状況及び環境の 

把握に努 めるとともに、入林者等に対する普及啓蒙に努めることと 

する。 
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把握に努 めるとともに、入林者等に対する普及啓蒙に努めることと 

する。 

 

（３）林地開発の規制 

ア 林地開発行為等への対応として、設定趣旨を十分に踏まえ、慎 

重に対応する。 

ただし、公用、公共用など公益性の高いものについて、上記１の 

（４)「着目する野生生物種」における内容を十分に考慮し、当該 

緑の回廊への影響度合いや野生生物の移動経路の確保などを総合 

的に検討して対応する。 

イ 緑の回廊の設定後、公用、公共用への活用要望等があり、設定の 

変更等の調整を行う必要がある場合には、設定の趣旨及び公益性 

を踏まえつつ、慎重に対応する。 

 

（４）施設等の規制 

施設の整備及び治山施設等の設置に当たっては、野生生物の生息・ 

生育環境に悪影響を及ぼさないように配慮することとする。 

 

（５）森林環境教育の場としての活用 

野生動植物の生息・生育に悪影響を及ぼさないよう配慮した上で、 

地元の要望がある場合等必要に応じて森林環境教育の場として活用 

することとする。 

 

４ 「緑の回廊」のモニタリングに関する事項 

野生生物の生息、移動状況や森林施業との関係などを把握するた

（３）林地開発の規制 

原則として林地の開発は行わないこととする。 

ただし、公用、公共用など公益性の高いものについては、関係機関 

等と協 議のうえ慎重に対応することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）施設等の規制 

施設の整備及び治山施設等の設置に当たっては、野生生物の生息・ 

生育環境に悪影響を及ぼさないように配慮することとする。 

 

（５）森林環境教育の場としての活用 

野生動植物の生息・生育に悪影響を及ぼさないよう配慮した上で、 

地元の要望がある場合等必要に応じて森林環境教育の場として活用 

することとする。 

 

４ 「緑の回廊」のモニタリングに関する事項 

野生生物の生息、移動状況や森林施業との関係などを把握するた

め、モニタリング調査を行い、調査結果を緑の回廊の整備や管理等に

活用することとする。 
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め、モニタリング調査を行い、調査結果を緑の回廊の整備や管理等に

活用することとする。 

 

（１）実施体制 

モニタリング調査の実施に当たっては、試験研究機関及び自然保 

護団体等のボランティア団体等の協力を得ながら実施することとす 

る。 

（２）情報提供の考え方 

モニタリング調査により得られた結果については、緑の回廊の整

備及び管理等に適切に反映させるとともに、都道府県及び市町村等

の関係部局、大学、試験研究機関等へ積極的に提供することとする。 

 

（３）その他 

林地開発行為等における工事の実施中及び供用開始後において、

開発行為をした者が行う事後調査の結果等を確認するとともに、長期

的なモニタリングを継続して実施するものとする。 

 

５ その他留意事項 

（１）区域の見直し等 

モニタリング調査の結果や公益上の理由により区域の変更等が必 

要になった場合は保護林管理委員会の意見を聴取し適切に行う。特

に、林地開発行為等に対応するものとして区域の変更等を行う場合に

あっては、森林生態系の連続性を維持することについて十分に配慮す

るものとする。 

 

（１）実施体制 

モニタリング調査の実施に当たっては、試験研究機関及び自然保 

護団体等のボランティア団体等の協力を得ながら実施することとす 

る。 

（２）情報提供の考え方 

モニタリング調査により得られた結果については、緑の回廊の整備 

及び管理等に適切に反映させるとともに、都道府県及び市町村等の 

関係部局、大学、試験研究機関等へ積極的に提供することとする。 

 

（新設） 

 

 

 

 

５ その他留意事項 

（１）モニタリング調査の結果や公益上の理由等によって、区域等の変 

更が必要な場合には変更ができるものとする。 

 

 

 

 

 

（２）緑の回廊に対する国民の理解を深めるための看板の設置等ＰＲ活 

動に努めることとする。 

 



  

- 7 - 

（２）普及啓発 

ア 野生動植物の生息・生育に悪影響を及ぼさない範囲で、国有林にお 

ける緑の回廊への取組についての国民の理解を深めるため、様々な

機会をとらえ、回廊についての広報を 行うものとする。また、緑の回

廊に設定された森林を森林環境教育の場として活用に努める。 

さらに、国有林における緑の回廊の設定から得られた知見について 

は、都道府県や市村等に対して情報提供を行う。 

イ 緑の回廊の設定、管理等を適切に行うため、環境省等関係行政機関、

地方公共団体等との連携に努める。 

 

 

 



確認ポイント（資料６－２） 別表 
 

確認ポイント（類型化） 確認ポイント（具体的確認内容） 
主な対象の種 確認内容 

１   猛禽類等の生息環境の悪化を防ぐこと 
① 営巣場所、主要な狩場等の喪失・減少の回避 猛禽類 ・ 主要な行動圏である、営巣場所、主要な狩場などの生息環境について、喪失や減少を回避する措置がとられていること 
 
② 

 
ねぐら等の保護 

コウモリ類 ・ ねぐら洞、繁殖洞、越冬洞などが保護されていること（洞窟性） 
・ ねぐら、越冬、繁殖に使われる樹洞を持つ古木、老木などが保護されていること（森林性） 

渡り鳥、その他希少な鳥類 ・ 集団ねぐらや峠越えのルート、半島部など集中的に利用される場所が保護されていること 
 

③ 
 

バードストライク回避 
 

猛禽類、渡り鳥、その他鳥類 
・ 衝突死のリスクを限りなくゼロにするための措置がとられていること（風車の設置予定地が主要な行動圏（営巣場所、主要な狩 
場、ねぐら、主要な止まり場など）及び主要な渡りルートを避けていること。その他環境調査結果等に基づき必要な措置がとられていること
。） 

 

④ 
 

バットストライク回避 
 

コウモリ類 ・ 追 突死のリスクを限りなくゼロにするための措置がとられていること（風車の設置予定地が、ねぐら、採餌場所、移動経路を避けている
こと。その他環境調査結果等に基づき必要な措置がとられていること。） 

２   マイクロハビタット等の生息環境を破壊しないこと 
① 草地等の喪失・悪化防止 哺乳類、昆虫類、植物 ・ 重要な生息地である草地や森林等の喪失・悪化の防止が図られていること 
 

② 
 

水辺環境の喪失・悪化防止 哺乳類、爬虫類、両生類、水
生生物 、昆虫、植物 

 

・ 重要な生息地や繁殖地及び採食地である池・渓流・水たまり等の喪失・悪化の防止が図られていること 

③ 移動個体の轢死の回避 動物 ・ 管理用道路の設置及び工事用車両等の通行による轢死の発生を防止する措置がとられていること 
３   希少な植物群落の喪失や悪化を防ぐこと   
① 植物群落の喪失・悪化防止 植物 ・ 陸上の希少な植物群落や植物種の損失・悪化の防止が図られていること 

植物 ・ 外来種の侵入を防ぐために必要な措置がとられていること 
② 渓畔林等の喪失・悪化防止 植物 ・ 渓畔林等の渓流植生の喪失・悪化の防止が図られていること 

植物 ・ 外来種の侵入を防ぐために必要な措置がとられていること 
③ 風衝地の保護 植物 ・ 風衝地における植生の喪失・悪化の防止が図られていること 

④ 排ガス・排水の悪影響防止 植物 ・ 地熱発電所の稼働後の排ガスや排水が周辺環境に悪影響を及ぼさないための措置がとられていること 

⑤ 送電線との十分な離隔距離の確保 植物 ・ 関係法令（「電気設備の技術基準」等）に定める、植物と送電線との適切な離隔距離を確保すること 

⑥ 風車のブレードとの十分な離隔距離の確保 植物 ・ 関係法令に定める、植物と風車のブレードとの適切な離隔距離を確保すること 
４   緑の回廊の連続性を維持すること   
① 緑の回廊の幅の維持 生態系全体 ・緑の回廊の設定目的（野生生物の移動経路の確保、生息・生育地の拡大と相互交流の促進、より広範で効果的な森林生態系の保 

護・保全等）が達成される回廊幅が維持されていること 
 

② 
 

移動経路の分断の防止 
哺乳類、爬虫類、両生類、水
生生物、昆虫 
生態系全体 

・ 構造物（タワー、道路、擁壁等）による野生生物の移動経路の分断を防ぐための措置がとられていること 
・ 構造物（擁壁、側溝等）による野生生物の移動の阻害を防ぐための措置がとられていること 

※国有林野貸付け手続において、森林管理局が評価項目への対応結果を確認する際、準備書等の情報のみでは上記の確認ポイントの履行内容を判断しがたい場合は、工事の実施中及び供用開始後事業者が行う事後調査の結果              
の報告を基に、確認するものとする。 
※評価項目の大分類１～４と確認ポイント１～４は必ずしも一致するものではなく、「主な対象の種」も参考に必要な確認ポイントをもって確認するものとする。 



「緑の回廊設定方針」に設定する「評価項目」(案）（関東森林管理局内３回廊（緑の回廊越後線、秩父山地緑の回廊、丹沢緑の回廊） 資料６－３

風力発電 地熱発電

１ 猛禽類・哺乳類等の保護に関すること ー ー ー ー ー

猛禽類(留鳥型)の保護 ー ー ー ー ー
イヌワシ ・ イヌワシは、崖地のある山地帯を繁殖地

としていることが多く、山間部の開発により
影響を受ける。
・ 事業の影響を低減するためには「営巣中
心域」「高利用域」「採食地」を特定し、こ
うした場所を中心に保全措置を検討する必要
がある。

①生息状況の情報収集（現在の生息の有
無、過去の生息の有無）
② 営巣場所（つがいの巣の数（古巣を
含む）、営巣木の樹種・樹高・胸高直
径・架巣形態、巣周辺の地形・植生等）
③ 繁殖状況（過去から現在までの繁殖
活動の推移、孵化・巣立ち等）
④ 行動圏（個体識別、行動の種類、と
まり場所、採食場所・狩場の分布、行動
圏の面積、内部構造（高利用域、営巣中
心地等））、なわばりを持たない放浪個
体の出現状況
⑤ 自然環境（地形（稜線と谷の配置、
起伏量等）、植生（森林、草原等のタイ
プ区分等）、気象）
⑥ 社会環境（土地利用状況（農林業・
道路・鉄道等の施設の状況、人の出入り
等）、法規則、周辺の開発計画等）
の情報

少なくとも繁殖が成功した1
シーズンを含む2営巣期

・ イヌワシ
（３回廊モニタリング調査では報告なし
ただし、中越、下越地域には生息しているため従
前の記述としたい。）

・ 衝突死のリスクを限りなくゼロにするため、
営巣地を中心とした行動圏とその内部構造（狩場
等）を把握し、風車の設置予定地が高利用域と重
ならないようにすること。
・ イヌワシの幼鳥の狩りの練習エリアは特に重
要であるため、確実に位置を特定し、事業実施区
域から確実に避けること。
・ 夏季（展葉期）と冬季（落葉期）の狩場がそ
れぞれあることに留意し、両方を特定して事業実
施区域から確実に避けること。
・ 環境保全措置の実施において、予測の不確実
性の程度が大きいなど必要な場合は、事後調査を
実施し、必要に応じ事後調査の結果を踏まえた順
応的管理を行うこと。

〇 〇 〇 ○ ○

１－①営巣場所、主要な狩場等の喪
失・減少の回避
１－③バードストライク回避

・ 猛禽類保護の進め方（改
訂版）

猛禽類調査：事業計画をおお
むね設定した段階から（猛禽
類の営巣地については、早期
の段階から「営巣可能性の高
いエリア」の現地情報まで把
握しておくことが望ましい）

予備調査：坑井調査の着手
段階から
現況調査等：事業化の判断
がなされた速やかな段階か
ら

クマタカ ・ クマタカは、山地の高木林に生息し、そ
の巣は急斜面の樹木に作られることが多い。
・ 事業の影響を低減するためには「営巣中
心域」「高利用域」「採食地」を特定し、こ
うした場所を中心に保全措置を検討する必要
がある。

①  生息状況の情報収集（現在の生息の
有無、過去の生息の有無）
② 行動圏（個体識別、行動の種類、と
まり場所、採食場所・狩場の分布、行動
圏の面積、内部構造）、なわばりを持た
ない放浪個体の出現状況
③ 自然環境（植生（森林、草原等のタ
イプ区分等）、地形（稜線と谷の配置、
起伏量等））
 ④営巣場所（つがいの巣の数（古巣を
含む）、営巣木の樹種・樹高・胸高直
径・架巣形態、巣周辺の地形・植生等）
⑤ 繁殖状況（過去から現在までの繁殖
活動の推移、孵化・巣立ち等）
 ⑥社会環境（農林業・道路・鉄道等の
施設の状況、人の出入り、法規制、周辺
の開発計画等）
の情報

少なくとも繁殖が成功した1
シーズンを含む2営巣期

・ クマタカ
（越後線）
（秩父山地）
（丹沢）

・ 衝突死のリスクを限りなくゼロにするため、
営巣地及び行動圏等を把握し、風車の設置予定地
が高利用域と重ならないようにすること。
・ 「止まり場所」と「森への出入りの位置」か
らの季節別利用場所(位置、環境)の解析を行うこ
とにより、行動圏を確実に特定すること。
・ 環境保全措置の実施において、予測の不確実
性の程度が大きいなど必要な場合は、事後調査を
実施し、必要に応じ事後調査の結果を踏まえた順
応的管理を行うこと。

〇 〇 〇 ○ ○

１－①営巣場所、主要な狩場等の喪
失・減少の回避
１－③バードストライク回避

・ 猛禽類保護の進め方（改
訂版）

猛禽類調査：事業計画をおお
むね設定した段階から（猛禽
類の営巣地については、早期
の段階から「営巣可能性の高
いエリア」の現地情報まで把
握しておくことが望ましい）

予備調査：坑井調査の着手
段階から
現況調査等：事業化の判断
がなされた速やかな段階か
ら

オオタカ ・ オオタカは、平地から丘陵地の森林を繁
殖地としていることが多い。事業の影響を回
避・低減するためには、「営巣中心域」や重
要な採食地を含む「高利用域」を特定し、こ
うした場所を中心に保全措置を検討する必要
がある。

①生息状況の情報収集（現在の生息の有
無、過去の生息の有無）
② 営巣場所（つがいの巣の数（古巣を
含む）、営巣木の樹種・樹高・胸高直
径・架巣形態、巣周辺の地形・植生等）
③ 繁殖状況（過去から現在までの繁殖
活動の推移、孵化・巣立ち等）
④ 行動圏（個体識別、行動の種類、と
まり場所、採食場所・狩場の分布、行動
圏の面積、内部構造（高利用域、営巣中
心地等））、なわばりを持たない放浪個
体の出現状況
⑤ 自然環境（地形（稜線と谷の配置、
起伏量等）、植生（森林、草原等のタイ
プ区分等）、気象）
⑥ 社会環境（土地利用状況（農林業・
道路・鉄道等の施設の状況、人の出入り
等）、法規則、周辺の開発計画等）
の情報

少なくとも繁殖が成功した1
シーズンを含む2営巣期

・ オオタカ
（秩父山地）
（丹沢）

・ 衝突死のリスクを限りなくゼロにするため、
営巣地及び行動圏等を把握し、風車の設置予定地
が高利用域と重ならないようにすること。
・ 環境保全措置の実施において、予測の不確実
性の程度が大きいなど必要な場合は、事後調査を
実施し、必要に応じ事後調査の結果を踏まえた順
応的管理を行うこと。

〇 〇 〇 ○ ○

１－①営巣場所、主要な狩場等の喪
失・減少の回避
１－③バードストライク回避

・ 猛禽類保護の進め方（改
訂版）

猛禽類調査：事業計画をおお
むね設定した段階から（猛禽
類の営巣地については、早期
の段階から「営巣可能性の高
いエリア」の現地情報まで把
握しておくことが望ましい）

予備調査：坑井調査の着手
段階から
現況調査等：事業化の判断
がなされた速やかな段階か
ら

環境影響評価手続等において確認すべきこと

評  価  項  目 (緑の回廊越後線、秩父山地緑の回廊、丹沢緑の回廊) （備考１） （備考２）

確認ポイント
【※評価項目に対応させて記載】

送電線
(上空通
過のみ)

送電線
(鉄塔、線
下伐採)

風車 地熱
管理用
道路

根拠情報等大分
類

中分
類

小分類
調査すべき情報

着目する生物グループ（生態
面からのタイプ分類）

前倒環境調査を行う場合の
開始時期の考え方

（「環境アセスメント迅速化手法のガイド」から抜粋）

当該生物種の生息地等に共通する特徴
（調査・確認する背景）

調査すべき具体種調査期間

工事種

具体種ごとに留意すべき事項



風力発電 地熱発電

環境影響評価手続等において確認すべきこと

評  価  項  目 (緑の回廊越後線、秩父山地緑の回廊、丹沢緑の回廊) （備考１） （備考２）

確認ポイント
【※評価項目に対応させて記載】

送電線
(上空通
過のみ)

送電線
(鉄塔、線
下伐採)

風車 地熱
管理用
道路

根拠情報等大分
類

中分
類

小分類
調査すべき情報

着目する生物グループ（生態
面からのタイプ分類）

前倒環境調査を行う場合の
開始時期の考え方

（「環境アセスメント迅速化手法のガイド」から抜粋）

当該生物種の生息地等に共通する特徴
（調査・確認する背景）

調査すべき具体種調査期間

工事種

具体種ごとに留意すべき事項

その他 ・ 事業の影響を低減するためには「営巣中
心域」「高利用域」「採食地」を特定し、こ
うした場所を中心に保全措置を検討する必要
がある。

① 生息状況の情報収集（現在の生息の
有無、過去の生息の有無）
② 行動圏（個体識別、行動の種類、と
まり場所、採食場所・狩場の分布、行動
圏の面積、内部構造）、なわばりを持た
ない放浪個体の出現状況
③ 自然環境（植生（森林、草原等のタ
イプ区分等）、地形（稜線と谷の配置、
起伏量等））
④ 営巣場所（つがいの巣の数（古巣を
含む）、架巣場所（岩崖・樹木、巣周辺
の地形・植生等／営巣木の樹種・樹高・
胸高直径・架巣形態、巣周辺の地形・植
生等））
⑤ 繁殖状況（過去から現在までの繁殖
活動の推移、孵化・巣立ち等）
⑥ 社会環境（農林業・道路・鉄道等の
施設の状況、人の出入り、法規制、周辺
の開発計画等）
の情報

少なくとも繁殖が成功した1
シーズンを含む2営巣期

・ その地域において希少とされている種

（丹沢）
・ハイタカ
・ハヤブサ

・ その他現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種

・ 衝突死のリスクを限りなくゼロにするため、
風車の設置予定地と営巣地及び主要な行動圏との
間に十分な距離をとること。

・ 観察された個体が留鳥と渡り鳥のどちらに分
類されるか把握し、確実に当該個体の行動圏を把
握すること。

・ 環境保全措置の実施において、予測の不確実
性の程度が大きいなど必要な場合は、事後調査を
実施し、必要に応じ事後調査の結果を踏まえた順
応的管理を行うこと。 〇 〇 〇 ○ ○

１－①営巣場所、主要な狩場等の喪
失・減少の回避
１－③バードストライク回避

・ 猛禽類保護の進め方（改
訂版）
・ 発電所に係る環境影響評
価の手引（経済産業省 令和
２年改訂）(504-509)

猛禽類調査：事業計画をおお
むね設定した段階から（猛禽
類の営巣地については、早期
の段階から「営巣可能性の高
いエリア」の現地情報まで把
握しておくことが望ましい）

予備調査：坑井調査の着手
段階から
現況調査等：事業化の判断
がなされた速やかな段階か
ら



風力発電 地熱発電

環境影響評価手続等において確認すべきこと

評  価  項  目 (緑の回廊越後線、秩父山地緑の回廊、丹沢緑の回廊) （備考１） （備考２）

確認ポイント
【※評価項目に対応させて記載】

送電線
(上空通
過のみ)

送電線
(鉄塔、線
下伐採)

風車 地熱
管理用
道路

根拠情報等大分
類

中分
類

小分類
調査すべき情報

着目する生物グループ（生態
面からのタイプ分類）

前倒環境調査を行う場合の
開始時期の考え方

（「環境アセスメント迅速化手法のガイド」から抜粋）

当該生物種の生息地等に共通する特徴
（調査・確認する背景）

調査すべき具体種調査期間

工事種

具体種ごとに留意すべき事項

猛禽類(渡りをするもの)の保護 ー ー ー ー ー

猛禽類（渡りをす
るもの）

【冬鳥である場合】
・ 冬鳥として北から渡来し、地域一帯を越
冬地にするもの

・ 施設設置によるルートの阻害や迂回する
ことによるエネルギー・ロスの問題および死
亡率の増加が考えられるため、適切な保全措
置を検討する必要がある。

・ 種ごとの渡りルートの情報
・ 種ごとの越冬地における行動圏の情
報
・ 種ごとの越冬地における餌場や休息
地、ねぐら等の情報

少なくとも晩秋から早春まで
の冬季を２シーズン

・ その地域において希少とされている種

・ その他現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種

・ 衝突死のリスクを限りなくゼロにするため、
風車の設置予定地と主要な行動圏との間に十分な
距離をとること。
・ 観察された個体が留鳥と渡り鳥のどちらに分
類されるか把握し、確実に当該個体の行動圏を把
握すること。
・ 渡りルート上の集団ねぐらや峠越え場所、半
島部など、山の尾根部を低高度で集中的に通過す
る場所の有無を確実に特定し、これらと事業実施
区域との重なりを避けること。
・ 環境保全措置の実施において、予測の不確実
性の程度が大きいなど必要な場合は、事後調査を
実施し、必要に応じ事後調査の結果を踏まえた順
応的管理を行うこと。

〇 〇 ○ ○

１－①営巣場所、主要な狩場等の喪
失・減少の回避
１－②ねぐら等の保護
１－③バードストライク回避

・ 鳥類等に関する風力発電
施設立地適正化のための手引
き（3-17～3-30）
・ 猛禽類保護の進め方（改
訂版）
・ サシバの保護の進め方
（平成25年 環境省）
・ チュウヒ保護の進め方
（平成28年 環境省）
・ 発電所に係る環境影響評
価の手引（経済産業省 令和
２年改訂）(504-509)

猛禽類調査：事業計画をおお
むね設定した段階から（猛禽
類の営巣地については、早期
の段階から「営巣可能性の高
いエリア」の現地情報まで把
握しておくことが望ましい）

予備調査：坑井調査の着手
段階から
現況調査等：事業化の判断
がなされた速やかな段階か
ら

【旅鳥である場合】
・ 旅鳥として春と秋の渡りに時期に地域を
短期利用し通過していくもの。

・ 施設設置によるルートの阻害や迂回する
ことによるエネルギー・ロスの問題および死
亡率の増加が考えられるため、適切な保全措
置を検討する必要がある。

・ 種ごとの渡りルートの情報
・ 種ごとの渡りの中継地における、餌
場と休息地等の情報

少なくとも春季と秋季に分け
て２シーズン

・ その地域において希少とされている種

・ その他現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種

・ 衝突死のリスクを限りなくゼロにするため、
風車の設置予定地と主要な行動圏との間に十分な
距離をとること。
・ 観察された個体が留鳥と渡り鳥のどちらに分
類されるか把握し、確実に当該個体の行動圏を把
握すること。
・ 渡りルート上の集団ねぐらや峠越え場所、半
島部など、山の尾根部を低高度で集中的に通過す
る場所の有無を確実に特定し、これらと事業実施
区域との重なりを避けること。
・ 環境保全措置の実施において、予測の不確実
性の程度が大きいなど必要な場合は、事後調査を
実施し、必要に応じ事後調査の結果を踏まえた順
応的管理を行うこと。

〇 〇 ○ ○

１－①営巣場所、主要な狩場等の喪
失・減少の回避
１－②ねぐら等の保護
１－③バードストライク回避

・ 鳥類等に関する風力発電
施設立地適正化のための手引
き（3-17～3-30）
・ 猛禽類保護の進め方（改
訂版）
・ サシバの保護の進め方
（平成25年 環境省）
・ チュウヒ保護の進め方
（平成28年 環境省）
・ 発電所に係る環境影響評
価の手引（経済産業省 令和
２年改訂）(504-509)

猛禽類調査：事業計画をおお
むね設定した段階から（猛禽
類の営巣地については、早期
の段階から「営巣可能性の高
いエリア」の現地情報まで把
握しておくことが望ましい）

予備調査：坑井調査の着手
段階から
現況調査等：事業化の判断
がなされた速やかな段階か
ら

【夏鳥である場合】
・ 夏鳥として南から渡来し、地域一帯を繁
殖地にするもの

・ 施設設置によるルートの阻害や迂回する
ことによるエネルギー・ロスの問題および死
亡率の増加が考えられるため、適切な保全措
置を検討する必要がある。

・ 種ごとの渡りルートの情報
・ 種ごとの繁殖地における行動圏の情
報
・ 種ごとの繁殖地における営巣地や餌
場、休息地、ねぐら等の情報

少なくとも繁殖期（春季から
夏季の適切な時期）を２シー
ズン

・ その地域において希少とされている種
（越後線）
・サシバ
（丹沢）
・ハチクマ
・サシバ
・ツミ

・ その他現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種

・ 衝突死のリスクを限りなくゼロにするため、
風車の設置予定地と営巣地及び主要な行動圏との
間に十分な距離をとること。
・ 観察された個体が留鳥と渡り鳥のどちらに分
類されるか把握し、確実に当該個体の行動圏を把
握すること。
・ 渡りルート上の集団ねぐらや峠越え場所、半
島部など、山の尾根部を低高度で集中的に通過す
る場所の有無を確実に特定し、これらと事業実施
区域との重なりを避けること。
・ 環境保全措置の実施において、予測の不確実
性の程度が大きいなど必要な場合は、事後調査を
実施し、必要に応じ事後調査の結果を踏まえた順
応的管理を行うこと。

〇 〇 ○ ○

１－①営巣場所、主要な狩場等の喪
失・減少の回避
１－②ねぐら等の保護
１－③バードストライク回避

・ 鳥類等に関する風力発電
施設立地適正化のための手引
き（3-17～3-30）
・ 猛禽類保護の進め方（改
訂版）
・ サシバの保護の進め方
（平成25年 環境省）
・ チュウヒ保護の進め方
（平成28年 環境省）
・ 発電所に係る環境影響評
価の手引（経済産業省 令和
２年改訂）(504-509)

猛禽類調査：事業計画をおお
むね設定した段階から（猛禽
類の営巣地については、早期
の段階から「営巣可能性の高
いエリア」の現地情報まで把
握しておくことが望ましい）

予備調査：坑井調査の着手
段階から
現況調査等：事業化の判断
がなされた速やかな段階か
ら

その他希少な渡り鳥の保護 ー ー ー ー ー

水鳥類 ・ 繁殖、越冬、中継のために日本へ渡来す
ることから、その餌場、休息地等について、
適切な保全措置を検討する必要がある。

・観察された個体が冬鳥、夏鳥、旅鳥のどれ
に分類されるか把握し、適切な調査期間を設
けること。

・ 餌場と休息地の移動機能を維持する
ため、衝突リスクを解析、予測・評価
し、必要に応じて影響を回避・低減する
保全措置が取られていることが確認でき
る情報

渡来する季節を最低各２シー
ズン（冬鳥の場合：冬季、旅
鳥の場合：春季と秋季、夏鳥
の場合：繁殖期（春季から夏
季の適切な時期）

・ その地域において希少とされている種

・ その他現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種

・ 衝突死のリスクを限りなくゼロにするため、
風車の設置予定地と営巣地及び主要な行動圏との
間に十分な距離をとること。
・ 渡りルート上の集団ねぐらや峠越え場所、半
島部など、山の尾根部を低高度で集中的に通過す
る場所の有無を確実に特定し、これらと事業実施
区域との重なりを避けること。
・ 環境保全措置の実施において、予測の不確実
性の程度が大きいなど必要な場合は、事後調査を
実施し、必要に応じ事後調査の結果を踏まえた順
応的管理を行うこと。

〇 〇 ○ ○

１－②ねぐら等の保護
１－③バードストライク回避

・ 鳥類等に関する風力発電
施設立地適正化のための手引
き（3-32、3-34、3-52）
・ 発電所に係る環境影響評
価の手引（経済産業省 令和
２年改訂）(504-509)

事前調査：事業計画地が想定
された早期の段階から
渡り鳥調査：方法書手続の開
始と同時期から

予備調査：坑井調査に向け
た調整井の掘削位置選定段
階から
現況調査等：方法書の届け
出段階から（特に配慮が求
められる保全対象が分布し
ていない場合）



風力発電 地熱発電

環境影響評価手続等において確認すべきこと

評  価  項  目 (緑の回廊越後線、秩父山地緑の回廊、丹沢緑の回廊) （備考１） （備考２）

確認ポイント
【※評価項目に対応させて記載】

送電線
(上空通
過のみ)

送電線
(鉄塔、線
下伐採)

風車 地熱
管理用
道路

根拠情報等大分
類

中分
類

小分類
調査すべき情報

着目する生物グループ（生態
面からのタイプ分類）

前倒環境調査を行う場合の
開始時期の考え方

（「環境アセスメント迅速化手法のガイド」から抜粋）

当該生物種の生息地等に共通する特徴
（調査・確認する背景）

調査すべき具体種調査期間

工事種

具体種ごとに留意すべき事項

その他 ・ 繁殖、越冬、中継のために日本へ渡来す
ることから、その渡りルート等について適切
な保全措置を検討する必要がある。

・観察された個体が冬鳥、夏鳥、旅鳥のどれ
に分類されるか把握し、適切な調査期間を設
けること。

・ 渡りルート上で計画される場合、衝
突リスクを予測・評価し、その結果に応
じてリスクを回避・低減させる保全措置
が実施されていることが確認できる情報

・ 重要な種の分布、生息の状況及び生
息環境の状況に関する情報

渡来する季節を最低各２シー
ズン（冬鳥の場合：冬季、旅
鳥の場合：春季と秋季、夏鳥
の場合：繁殖期（春季から夏
季の適切な時期）

・ その地域において希少とされている種
（秩父山地）
・アカショウビン

・ その他現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種

・ 衝突死のリスクを限りなくゼロにするため、
風車の設置予定地と営巣地及び主要な行動圏との
間に十分な距離をとること。
・ 渡りルート上の集団ねぐらや峠越え場所、半
島部など、山の尾根部を低高度で集中的に通過す
る場所の有無を確実に特定し、これらと事業実施
区域との重なりを避けること。
・ 希少猛禽類の定点観察を実施する際に、小鳥
類の観察も並行して確実に実施すること。
・ 環境保全措置の実施において、予測の不確実
性の程度が大きいなど必要な場合は、事後調査を
実施し、必要に応じ事後調査の結果を踏まえた順
応的管理を行うこと。

〇 〇 ○ ○

１－②ねぐら等の保護
１－③バードストライク回避

・ 鳥類等に関する風力発電
施設立地適正化のための手引
き（3-60）
・ 発電所に係る環境影響評
価の手引（経済産業省 令和
２年改訂）(504-509)

事前調査：事業計画地が想定
された早期の段階から
渡り鳥調査：方法書手続の開
始と同時期から

予備調査：坑井調査に向け
た調整井の掘削位置選定段
階から
現況調査等：方法書の届け
出段階から（特に配慮が求
められる保全対象が分布し
ていない場合）



風力発電 地熱発電

環境影響評価手続等において確認すべきこと

評  価  項  目 (緑の回廊越後線、秩父山地緑の回廊、丹沢緑の回廊) （備考１） （備考２）

確認ポイント
【※評価項目に対応させて記載】

送電線
(上空通
過のみ)

送電線
(鉄塔、線
下伐採)

風車 地熱
管理用
道路

根拠情報等大分
類

中分
類

小分類
調査すべき情報

着目する生物グループ（生態
面からのタイプ分類）

前倒環境調査を行う場合の
開始時期の考え方

（「環境アセスメント迅速化手法のガイド」から抜粋）

当該生物種の生息地等に共通する特徴
（調査・確認する背景）

調査すべき具体種調査期間

工事種

具体種ごとに留意すべき事項

その他希少な鳥類の保護 ー ー ー ー ー

・ 地域を特徴づける希少野生生物である場
合があり、適切な保全措置を検討する必要が
ある。

・ 重要な種の分布、生息の状況及び生
息環境の状況に関する情報

春季、夏季、秋季及び冬季の
年４回を最低２シーズン

・ その地域において希少とされている種
（丹沢）
・ヤマドリ       ・オオアカゲラ
・コガラ        ・アカハラ
・サンショウクイ
・メボソムシクイ
・ルリビタキ
・コルリ
・クロツグミ
・コマドリ
・アオバト
・ その他現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種

・ 衝突死のリスクを限りなくゼロにするため、
風車の設置予定地と営巣地及び主要な行動圏との
間に十分な距離をとること。
・ 希少猛禽類の定点観察を実施する際に、小鳥
類の観察も並行して確実に実施すること。
・ 環境保全措置の実施において、予測の不確実
性の程度が大きいなど必要な場合は、事後調査を
実施し、必要に応じ事後調査の結果を踏まえた順
応的管理を行うこと。

〇 〇 ○ ○

１－②ねぐら等の保護
１－③バードストライク回避

・ 鳥類等に関する風力発電
施設立地適正化のための手引
き（3-60）
・ 発電所に係る環境影響評
価の手引（経済産業省 令和
２年改訂）(504-509)

事前調査：事業計画地が想定
された早期の段階から
渡り鳥調査：方法書手続の開
始と同時期から

予備調査：坑井調査に向け
た調整井の掘削位置選定段
階から
現況調査等：方法書の届け
出段階から（特に配慮が求
められる保全対象が分布し
ていない場合）

希少な哺乳類の保護 ー ー ー ー ー

哺乳類（コウモリ
以外）

・ 地域により「絶滅のおそれのある地域個
体群」とされている種もあり、適切な保全措
置を検討する必要がある。

・ 重要な種の分布、生息の状況及び生
息環境の状況に関する情報

春季、夏季、秋季及び冬季の
年４回を最低２シーズン

・ その地域において希少とされている種
（丹沢）
・ツキノワグマ
・ムササビ

・ その他現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種

・ 小型哺乳類の場合、行動域が狭いことを考慮
し、風車や道路等の設置により生息地が消失又は
分断されることを確実に避けること。

・ 池、渓流、水たまり等の水辺の採食地の消失
を確実に避けること。

○ ○ ○ 〇

２－①草地等の喪失・悪化防止
２－②水辺環境の喪失・悪化防止
２－③移動個体の轢死の回避
４－②移動経路の分断防止

・ 発電所に係る環境影響評
価の手引（経済産業省 令和
２年改訂）(504-507)

事前調査：事業計画地が想定
された早期段階から
動物調査：方法書手続の開始
と同時期から（重大な環境影
響の可能性がある重要な種等
の存在が想定された場合は現
況調査等を前倒しで開始）

予備調査：坑井調査に向け
た調整井の掘削位置選定段
階から
現況調査等：方法書の届け
出段階から（特に配慮が求
められる保全対象が分布し
ていない場合）

コウモリ類 ・ 洞窟や樹洞、枯死木や生立木の樹皮下や
幹の割れ目、構造物等をねぐらとして利用す
る。
・ 飛翔場所（林冠上空、林冠付近、林内
等）が種により異なり、施設設置による飛翔
ルートの阻害や迂回することによるエネル
ギー・ロスの問題及び死亡率の増加、ねぐら
の消失と放棄が考えられるため、適切な保全
措置を検討する必要がある。

・ 確認されたコウモリ類に関して、ね
ぐら、繁殖場所、採餌場所、移動経路の
情報
・ 移動経路上やねぐら・繁殖場所付近
で計画せざるを得ない場合、バットスト
ライク発生リスクを予測・評価し、その
結果に応じリスクを回避・低減させる保
全措置が確認できる情報

コウモリ類の活動期である春
季～秋季を含む期間で種に応
じて継続的に調査

・ その地域において希少とされている種

（秩父山地）
・ヤマコウモリ

・ その他現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種

・ ねぐら（出産育雛場所）、採餌場所、移動経
路（季節移動含む）、スワーミング（交尾や情報
交換を目的とした集合場所）等の視点から活動量
等の十分な調査を実施し、位置を特定するととも
に、事業実施区域から避けること。
・ 衝突死のリスクを限りなくゼロにするため、
ねぐら、採餌場所、移動経路、スワーミング等か
ら、風車の設置予定地との間に十分な距離をとる
こと。
・ 環境保全措置の実施において、予測の不確実
性の程度が大きいなど必要な場合は、事後調査を
実施し、必要に応じ事後調査の結果を踏まえた順
応的管理を行うこと。

〇 〇 ○

１－②ねぐら等の保護
１－④バットストライク回避

・ 平成30 年度風力発電事業
の環境影響評価図書作成にお
ける適切な調査手法等に関す
る調査等業務（コウモリ調査
手法等の検討Ⅱ）
・ BATS AND ONSHORE
WIND  TURBINES 2019（イ
ギリスのガイドライン）
・ 発電所に係る環境影響評
価の手引（経済産業省 令和
２年改訂）(504-509)

事前調査：事業計画地が想定
された早期段階から
コウモリ類調査：方法書手続
の開始と同時期から（既知の
大規模な繁殖洞が近傍に存在
するなどの課題が把握された
場合には、事業計画を検討す
る早期の段階から調査・検討
を開始）

予備調査：坑井調査の着手
段階から
現況調査等：事業化の判断
がなされた速やかな段階か
ら



風力発電 地熱発電

環境影響評価手続等において確認すべきこと

評  価  項  目 (緑の回廊越後線、秩父山地緑の回廊、丹沢緑の回廊) （備考１） （備考２）

確認ポイント
【※評価項目に対応させて記載】

送電線
(上空通
過のみ)

送電線
(鉄塔、線
下伐採)

風車 地熱
管理用
道路

根拠情報等大分
類

中分
類

小分類
調査すべき情報

着目する生物グループ（生態
面からのタイプ分類）

前倒環境調査を行う場合の
開始時期の考え方

（「環境アセスメント迅速化手法のガイド」から抜粋）

当該生物種の生息地等に共通する特徴
（調査・確認する背景）

調査すべき具体種調査期間

工事種

具体種ごとに留意すべき事項

２ マイクロハビタットの保全に関すること ー ー ー ー ー

希少な爬虫類・両生類の保護 ー ー ー ー ー

サンショウウオ類 ・ 幼体の生息環境は池沼や水溜り等、成体
（繁殖期以外）は林床に生息している。
・ 地域を特徴づける希少野生生物である場
合があり、適切な保全措置を検討する必要が
ある。

・ 確認されたイモリ類に関して一般的
な繁殖地となる池沼や水溜り、渓流河川
等に関する情報

繁殖期を含む春季、夏季、秋
季、冬季の2シーズン

・ その地域において希少とされている種

・ その他現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種

・ 池、渓流、水たまり等の水辺の繁殖地の消失
を確実に避けること。
・ 沢等の水の流れの分断を確実に避けること。
・ 構造物（道路、擁壁、側溝等）による移動経
路の阻害を防ぐこと。
・ 暗渠で水を流す場合には、上下流口から小動
物が移動できるよう配慮すること。
・ 標高等により産卵時期が異なる場合や、産卵
期が短い場合があることに十分留意し、調査適期
を確実に把握すること。

〇 〇 〇 〇

２－②水辺環境の喪失・悪化防止
２－③移動個体の轢死の回避
４－②移動経路の分断の防止

・ 発電所に係る環境影響評
価の手引（経済産業省 令和
２年改訂）(504-507)

事前調査：事業計画地が想定
された早期段階から
動物調査：方法書手続の開始
と同時期から（重大な環境影
響の可能性がある重要な種等
の存在が想定された場合は現
況調査等を前倒しで開始）

予備調査：坑井調査に向け
た調整井の掘削位置選定段
階から
現況調査等：（特に配慮が
求められる保全対象が分布
していない場合）方法書の
届け出段階から

イモリ類 ・ 池、湿地等の止水域に多いが、林道の側
溝や、大 きな河川脇の水溜りなどでも見か
けることがある。
・ 基本的に、流れのある河川には生息しな
い。繁殖期は春から初夏にかけて、卵を中の
水草や枯葉に産卵する。
・ 地域を特徴づける希少野生生物である場
合があり、適切な保全措置を検討する必要が
ある。

・ 確認されたイモリ類に関して一般的
な繁殖地となる池沼や水溜り、渓流河川
等に関する情報

繁殖期を含む春季、夏季、秋
季、冬季の2シーズン

・ その地域において希少とされている種

・ その他現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種

・ 池、渓流、水たまり等の水辺の繁殖地の消失
を確実に避けること。
・ 沢等の水の流れの分断を確実に避けること。
・ 構造物（道路、擁壁、側溝等）による移動経
路の阻害を防ぐこと。
・ 暗渠で水を流す場合には、上下流口から小動
物が移動できるよう配慮すること。

〇 〇 〇 〇

２－②水辺環境の喪失・悪化防止
２－③移動個体の轢死の回避
４－②移動経路の分断の防止

・ 発電所に係る環境影響評
価の手引（経済産業省 令和
２年改訂）(504-507)

事前調査：事業計画地が想定
された早期段階から
動物調査：方法書手続の開始
と同時期から（重大な環境影
響の可能性がある重要な種等
の存在が想定された場合は現
況調査等を前倒しで開始）

予備調査：坑井調査に向け
た調整井の掘削位置選定段
階から
現況調査等：（特に配慮が
求められる保全対象が分布
していない場合）方法書の
届け出段階から

ヘビ類 ・ 種にもよるが水辺、草地、森林など比較
的広い範囲に生息している。
・ 地域を特徴づける希少野生生物である場
合があり、適切な保全措置を検討する必要が
ある。

・ 確認されたヘビ類に関して特に広葉
樹林や水辺における生息状況に関する情
報

春季、夏季、秋季、冬季の年
４回を最低2シーズン

・ その地域において希少とされている種
（秩父山地）
・シマヘビ

・ その他現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種

・ 池、渓流、水たまり等の採餌場所としての水
辺の消失を確実に避けること。
・ 沢等の水の流れの分断を確実に避けること。
・ 構造物（道路、擁壁、側溝等）による移動経
路の阻害を防ぐこと。
・ 暗渠で水を流す場合には、上下流口から小動
物が移動できるよう配慮すること。

〇 〇 〇 〇

２－②水辺環境の喪失・悪化防止
２－③移動個体の轢死の回避
４－②移動経路の分断の防止

・ 発電所に係る環境影響評
価の手引（経済産業省 令和
２年改訂）(504-507)

事前調査：事業計画地が想定
された早期段階から
動物調査：方法書手続の開始
と同時期から（重大な環境影
響の可能性がある重要な種等
の存在が想定された場合は現
況調査等を前倒しで開始）

予備調査：坑井調査に向け
た調整井の掘削位置選定段
階から
現況調査等：（特に配慮が
求められる保全対象が分布
していない場合）方法書の
届け出段階から

カエル類 ・ 幼体の生息環境は池沼や水溜り等、成体
は林床や樹木に生息している。
・ 地域を特徴づける希少野生生物である場
合があり、適切な保全措置を検討する必要が
ある。

・ 確認されたカエル類に関して一般的
な繁殖地となる池沼や水溜り、渓流河川
等に関する情報

繁殖期を含む春季、夏季、秋
季、冬季の2シーズン

・ その地域において希少とされている種

・ その他現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種

・ 池、渓流、水たまり等の水辺の繁殖地の消失
を確実に避けること。
・ 沢等の水の流れの分断を確実に避けること。
・ 構造物（道路、擁壁、側溝等）による移動経
路の阻害を防ぐこと。
・ 暗渠で水を流す場合には、上下流口から小動
物が移動できるよう配慮すること。

〇 〇 〇 〇

２－②水辺環境の喪失・悪化防止
２－③移動個体の轢死の回避
４－②移動経路の分断の防止

・ 発電所に係る環境影響評
価の手引（経済産業省 令和
２年改訂）(504-507)

事前調査：事業計画地が想定
された早期段階から
動物調査：方法書手続の開始
と同時期から（重大な環境影
響の可能性がある重要な種等
の存在が想定された場合は現
況調査等を前倒しで開始）

予備調査：坑井調査に向け
た調整井の掘削位置選定段
階でから
現況調査等：（特に配慮が
求められる保全対象が分布
していない場合）方法書の
届け出段階から

希少な水生生物の保護 ー ー ー ー ー

水生生物（魚類、
水生昆虫類、底生
生物、陸産貝類
等）

・ 事業地周辺の渓流及び湿地、池、池塘、
水たまり等に生息している可能性があるとと
もに、地域を特徴づける希少野生生物である
場合があり、適切な保全措置を検討する必要
がある。

・ 地熱発電施設から排出されるガス、
冷却水が付近の生物相に大きな影響を与
えるおそれがあることから、周囲の水環
境に与える影響に関する情報

春季、夏季、秋季及び冬季の
年４回を最低２シーズン

・ その地域において希少とされている種

・ その他現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種

・ 池、池塘、渓流、水たまり等の水辺の繁殖地
及び生息地の消失を確実に避けること。
・ 沢等の水の流れの分断を確実に避けること。
・ 暗渠で水を流す場合には、上下流口から小動
物が移動できるよう配慮すること。

〇 〇 〇 〇

２－②水辺環境の喪失・悪化防止
４－②移動経路の分断の防止

・ 発電所に係る環境影響評
価の手引（経済産業省 令和
２年改訂）(504-507)

事前調査：事業計画地が想定
された早期段階から
動物調査：方法書手続の開始
と同時期から（重大な環境影
響の可能性がある重要な種等
の存在が想定された場合は現
況調査等を前倒しで開始）

予備調査：坑井調査に向け
た調整井の掘削位置選定段
階から
現況調査等：方法書の届け
出段階から（特に配慮が求
められる保全対象が分布し
ていない場合）



風力発電 地熱発電

環境影響評価手続等において確認すべきこと

評  価  項  目 (緑の回廊越後線、秩父山地緑の回廊、丹沢緑の回廊) （備考１） （備考２）

確認ポイント
【※評価項目に対応させて記載】

送電線
(上空通
過のみ)

送電線
(鉄塔、線
下伐採)

風車 地熱
管理用
道路

根拠情報等大分
類

中分
類

小分類
調査すべき情報

着目する生物グループ（生態
面からのタイプ分類）

前倒環境調査を行う場合の
開始時期の考え方

（「環境アセスメント迅速化手法のガイド」から抜粋）

当該生物種の生息地等に共通する特徴
（調査・確認する背景）

調査すべき具体種調査期間

工事種

具体種ごとに留意すべき事項

希少な昆虫類の保護 ー ー ー ー ー

鱗翅（チョウ）目 ・ 成虫は、年 1～3 回発生し、幼虫期には
種ごとに特定の植物を食草とすることが多
い。
・ 生息地は、森林、採草地、農地、河川堤
防、山地草原等と種により様々である。
・ 地域を特徴づける希少野生生物である場
合があり、適切な保全措置を検討する必要が
ある。

・希少鱗翅（チョウ）目の生息・繁殖環
境となっている草地等（地域ごとにその
群落構成種は異なる）の情報

早春季（4月中旬）, 春季（5
月下旬）, 夏季, 秋季の年4回
を最低2シーズン

・ その地域において希少とされている種
（秩父山地）
・オオイチモンジ

・ その他現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種

・ メタ個体群（ネットワーク化された生息地に
よってつながった集団）を形成する複数の生息地
を特定し、事業実施区域から確実に除くこと。

〇 〇 〇 〇

２－①草地等の喪失・悪化防止
２－③移動個体の轢死の回避
４－②移動経路の分断防止

・ 発電所に係る環境影響評
価の手引（経済産業省 令和
２年改訂）(504-507)

事前調査：事業計画地が想定
された早期段階から
動物調査：方法書手続の開始
と同時期から（重大な環境影
響の可能性がある重要な種等
の存在が想定された場合は現
況調査等を前倒しで開始）

予備調査：坑井調査に向け
た調整井の掘削位置選定段
階から
現況調査等：（特に配慮が
求められる保全対象が分布
していない場合）方法書の
届け出段階から

膜翅（ハチ）目
（ハチ類、アリ
類）

・ 森林に隣接した草原を好む。晩春～初秋
の暖かい時期に活動する。
・ 種により営巣場所は多岐にわたり、営巣
場所の選好性が比較的明確である。
・ 地域を特徴づける希少野生生物である場
合があり、適切な保全措置を検討する必要が
ある。

確認された希少膜翅（ハチ）目（ハチ
類、アリ類）に関して、
・ 生息環境の情報
・ 食性に関する情報
・ 営巣に関する情報

活動期を含む早春季（4月中
旬）, 春季（5月下旬）, 夏季,
秋季の年4回を最低2シーズン

・ その地域において希少とされている種

・ その他現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種

〇 〇 〇 〇

２－①草地等の喪失・悪化防止
２－③移動個体の轢死の回避
４－②移動経路の分断防止

・ 発電所に係る環境影響評
価の手引（経済産業省 令和
２年改訂）(504-507)

事前調査：事業計画地が想定
された早期段階から
動物調査：方法書手続の開始
と同時期から（重大な環境影
響の可能性がある重要な種等
の存在が想定された場合は現
況調査等を前倒しで開始）

予備調査：坑井調査に向け
た調整井の掘削位置選定段
階から
現況調査等：（特に配慮が
求められる保全対象が分布
していない場合）方法書の
届け出段階から

鞘翅目（コウチュ
ウ目）
※ゲンゴロウなど
水生昆虫類の保護
については、「希
少な水生生物の保
護」の評価項目に
より確認

・ 変態は卵 - 幼虫 - 蛹 - 成虫という完全変
態を行う。幼虫には翅はなく、成虫とは食物
が違うものも多い。
・ 種により食性も多様で、虫食、腐肉食、
糞食、葉食、樹木食、樹液食、菌食、蜜食な
どがある。
・ 地域を特徴づける希少野生生物である場
合があり、適切な保全措置を検討する必要が
ある。

確認された希少鞘翅目（コウチュウ目）
に関して、
・ 幼虫の生息環境の情報
・ 食性に関する情報
・ 成虫の生息環境の情報

成虫が出現する時期を含む早
春季（4月中旬）, 春季（5月
下旬）, 夏季, 秋季の年4回を
最低2シーズン

・ その地域において希少とされている種

・ その他現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種

〇 〇 〇 〇

２－①草地等の喪失・悪化防止
２－③移動個体の轢死の回避
４－②移動経路の分断防止

・ 発電所に係る環境影響評
価の手引（経済産業省 令和
２年改訂）(504-507)

事前調査：事業計画地が想定
された早期段階から
動物調査：方法書手続の開始
と同時期から（重大な環境影
響の可能性がある重要な種等
の存在が想定された場合は現
況調査等を前倒しで開始）

予備調査：坑井調査に向け
た調整井の掘削位置選定段
階から
現況調査等：（特に配慮が
求められる保全対象が分布
していない場合）方法書の
届け出段階から

トンボ目 ・ 産卵は挺水植物や浮葉植物あるいは沈水
植物の水面直下の生体組織内に行われ、幼虫
は 水中に生息し、小型の水生昆虫等を捕食
する。
・ 地域を特徴づける希少野生生物である場
合があり、適切な保全措置を検討する必要が
ある。

確認された希少トンボ目に関して、幼虫
の一般的な繁殖地となる池沼や水溜り、
渓流河川等に関する情報

早春季（4月中旬）, 春季（5
月下旬）, 夏季, 秋季の年4回
を最低2シーズン

・ その地域において希少とされている種

・ その他現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種

・ 池、渓流、水たまり等の繁殖地としての水辺
の消失を確実に避けること。
・ 沢等の水の流れの分断を確実に避けること。

〇 〇 〇 〇

２－①草地等の喪失・悪化防止
２－②水辺環境の喪失・悪化防止
２－③移動個体の轢死の回避
４－②移動経路の分断防止

・ 発電所に係る環境影響評
価の手引（経済産業省 令和
２年改訂）(504-507)

事前調査：事業計画地が想定
された早期段階から
動物調査：方法書手続の開始
と同時期から（重大な環境影
響の可能性がある重要な種等
の存在が想定された場合は現
況調査等を前倒しで開始）

予備調査：坑井調査に向け
た調整井の掘削位置選定段
階から
現況調査等：（特に配慮が
求められる保全対象が分布
していない場合）方法書の
届け出段階から

その他希少な昆虫 ・ 地域を特徴づける希少野生生物である場
合があり、適切な保全措置を検討する必要が
ある。

確認された希少な昆虫に関して、
・ 幼虫の生息環境の情報
・ 食性に関する情報
・ 成虫の生息環境の情報

活動期を含む早春季（4月中
旬）, 春季（5月下旬）, 夏季,
秋季の年4回を最低2シーズン

・ その地域において希少とされている種

・ その他現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種

〇 〇 〇 〇

２－①草地等の喪失・悪化防止
２－③移動個体の轢死の回避
４－②移動経路の分断防止

・ 発電所に係る環境影響評
価の手引（経済産業省 令和
２年改訂）(504-507)

事前調査：事業計画地が想定
された早期段階から
動物調査：方法書手続の開始
と同時期から（重大な環境影
響の可能性がある重要な種等
の存在が想定された場合は現
況調査等を前倒しで開始）

予備調査：坑井調査に向け
た調整井の掘削位置選定段
階から
現況調査等：（特に配慮が
求められる保全対象が分布
していない場合）方法書の
届け出段階から



風力発電 地熱発電

環境影響評価手続等において確認すべきこと

評  価  項  目 (緑の回廊越後線、秩父山地緑の回廊、丹沢緑の回廊) （備考１） （備考２）

確認ポイント
【※評価項目に対応させて記載】

送電線
(上空通
過のみ)

送電線
(鉄塔、線
下伐採)

風車 地熱
管理用
道路

根拠情報等大分
類

中分
類

小分類
調査すべき情報

着目する生物グループ（生態
面からのタイプ分類）

前倒環境調査を行う場合の
開始時期の考え方

（「環境アセスメント迅速化手法のガイド」から抜粋）

当該生物種の生息地等に共通する特徴
（調査・確認する背景）

調査すべき具体種調査期間

工事種

具体種ごとに留意すべき事項

３ 希少ないしは重要な植物群落の保護に関すること ー ー ー ー ー

・ 希少ないしは重要な植物種
・ 希少種の生息（生育）環境を構成してい
る植物種
・ 地域を特徴づける希少野生生物である場
合があり、適切な保全措置を検討する必要が
ある。

・ 種子植物その他主な植物に関する植
物相の状況に関する情報
・ 重要な種の分布、生育の状況及び生
育環境の状況に関する情報

・ 少なくとも生育状況及び
生育環境が把握できる１年
間。
・ 種の同定には開花・結実
期が適するため、文献等で生
育が想定された対象種によっ
ては、開花期が短いなど季節
性が強い場合があることも留
意し、調査時期を設定するこ
とが必要。

・ その地域において希少ないしは重要とされて
いる種

（秩父山地）
・イラモミ   ・イブキトラノオ
・クルマユリ  ・グンナイフウロ
・ヤナギラン  ・クリンソウ
・ハコネラン  ・アスヒカズラ
・レンゲツツジ ・マンネンスギ
・トモエソウ  ・ツマトリソウ
・サンリンソウ ・カイタカラコウ
・イワインチン ・コウリンカ
・ミズチドリ  ・シオガマギク
・チョウセンゴヨウ ・ホテイラン
・ハコネコメツツジ ・コケモモ
・ヒメイワカガミ     ・タカネニガナ
・イワシモツケ   ・ハイマツ
・チチブミネバリ
・ その他現地調査により新たに発見されたその
地域において希少ないしは重要とされている種

・ 作業道や資材ヤードの仮設に伴う植物種の喪
失を確実に防ぐこと。
・ 緑化資材の導入による外来種の侵入を確実に
防ぐこと。
・ 地熱発電所の稼働後の排気ガスや排水が周囲
の環境にどのような影響を及ぼすかについて、事
後調査による長期的なモニタリングを確実に実施
すること。

○ ○ ○ ○ ○

２－①草地等の喪失・悪化防止
２－②水辺環境の喪失・悪化防止
３－①植物群落の喪失・悪化防止
３－②渓畔林の喪失・悪化防止
３－④排ガス・排水の悪影響防止

・ 発電所に係る環境影響評
価の手引（経済産業省 令和
２年改訂）(526-528)

〈植物相調査）
植物相調査：方法書手続開始
と同時期から

予備調査：坑井調査の着手
段階から
現況調査等：事業計画の熟
度がたかまってから

・ 希少ないしは重要な植物群落
・ 希少種の生息（生育）環境を構成してい
る植物群落
・ 地域を特徴づける希少野生生物である場
合があり、適切な保全措置を検討する必要が
ある。

・ 種子植物その他主な植物に関する植
生の状況に関する情報
・ 重要な群落の分布、生育の状況及び
生育環境の状況に関する情報
・ 自然環境保全基礎調査の植生図で、
植生自然度８以上とされる森林の情報
・ 自然環境保全基礎調査における特定
植物群落に関する情報
・ 旧保護林に関する地域の情報
・ 植生と希少動物種の関係性に関する
情報（樹洞を利用する野鳥や昆虫等の種
に関する情報など）
・ 植生と希少植物種の関係性に関する
情報（自然度の高い森林に依存する着生
植物の情報など）

・ 少なくとも生育状況及び
生育環境が把握できる１年
間。

・ その地域において希少ないしは重要とされて
いる群落

・ その他現地調査により新たに発見されたその
地域において希少ないしは重要とされている群落

・ 作業道や資材ヤードの仮設に伴う植生の喪失
や悪化を確実に防ぐこと。
・ 緑化資材の導入による外来種の侵入を確実に
防ぐこと。
・ 地熱発電所の稼働後の排気ガスや排水が周囲
の環境に与える影響を把握するため、事後調査に
よる長期的なモニタリングを確実に実施するこ
と。
・ 事業地周辺の森林を構成する主な樹種の期待
平均樹高と、最下垂時の送電線の高さとの間に、
十分な離隔距離をとること。
・ 事業地周辺の森林を構成する主な樹種の期待
平均樹高と、風車のブレードの最下点との間に、
十分な離隔距離をとること。

〇 〇 〇 〇 〇

２－①草地等の喪失・悪化防止
２－②水辺環境の喪失・悪化防止
３－①植物群落の喪失・悪化防止
３－②渓畔林の喪失・悪化防止
３－④排ガス・排水の悪影響防止
３－⑤送電線との十分な離隔距離の
確保
３－⑥風車のブレードとの十分な離
隔距離の確保

・ 発電所に係る環境影響評
価の手引（経済産業省 令和
２年改訂）(526-528)

〈植生調査〉
事前調査：可能な限り早期か
ら（必要に応じて現地調査）
植生調査：可能な限り早期か
ら

予備調査：坑井調査の着手
段階から
現況調査等：事業計画の熟
度がたかまってから

・ 尾根部等の風衝地には、その場所の植生
全体を強い風の影響から守る役割を果たして
いる植物の個体が存在する。
・ それを伐開してしまうと、そこから連鎖
的に枯れ上がりや倒木が進み、森林全体の が
消失に繋がるおそれがあるため、確実に保護
する必要がある。
・ このように、種そのものは希少でなくて
も、場所により特別な役割を果たしている個
体が存在する場合は、適切な保全措置を検討
する必要がある。

・ 事業実施区域が風衝地であるか否か
の情報
・ 当該風衝地に生育する植生を強い風
の影響から守る役割を果たしている植物
の個体の有無

・ 少なくとも生育状況及び
生育環境が把握できる１年
間。

・ 当該風衝地に生育する植生を強い風の影響か
ら守る役割を果たしている植物の個体

・ 事業実施区域が尾根部に掛かる場合、その場
所が風衝地かどうかを確実に把握するとともに、
風衝地である場合は、その場所に生育する植生全
体を強い風の影響から守る役割を果たしている植
物の個体を特定し、保護すること。

〇 〇 〇 〇 〇

３－③風衝地の保護 〈植生調査〉
事前調査：可能な限り早期か
ら（必要に応じて現地調査）
植生調査：可能な限り早期か
ら

予備調査：坑井調査の着手
段階から
現況調査等：事業計画の熟
度がたかまってから

４ 緑の回廊の連続性の維持に関すること ー ー ー ー ー

植物群落の保護

※特定の植物群落をマ
イクロハビタットとし
て利用する希少な動物
種の保護については、
「２ マイクロハビ
タットの保全に関する
こと」の評価項目によ
り確認

植物種の保護

風衝地の植生の保護



風力発電 地熱発電

環境影響評価手続等において確認すべきこと

評  価  項  目 (緑の回廊越後線、秩父山地緑の回廊、丹沢緑の回廊) （備考１） （備考２）

確認ポイント
【※評価項目に対応させて記載】

送電線
(上空通
過のみ)

送電線
(鉄塔、線
下伐採)

風車 地熱
管理用
道路

根拠情報等大分
類

中分
類

小分類
調査すべき情報

着目する生物グループ（生態
面からのタイプ分類）

前倒環境調査を行う場合の
開始時期の考え方

（「環境アセスメント迅速化手法のガイド」から抜粋）

当該生物種の生息地等に共通する特徴
（調査・確認する背景）

調査すべき具体種調査期間

工事種

具体種ごとに留意すべき事項

事前調査：事業計画地が想定
された早期段階
現地調査：方法書手続きの開
始と同時期から

現況調査：事業実施想定区
域が定まった段階から

生態系の保護

〇 〇 〇

（上位性注目種）
・ 環境のつながりや比較的広い環境を代表
し、栄養段階の上位に位置する、大型でかつ
個体数の少ない肉食動物または草食でも天敵
が存在しないと考えられる種
・ 小規模な環境における栄養段階の上位に
位置する種
これらの生息場所が破壊されるとその存在に
重大な影響を及ぼす可能性があり、適切な保
全措置を検討する必要がある。

（典型性注目種）
・ 生物群集の多様性、生態遷移を特徴づけ
る種・群集又は生物間の相互作用や生態系の
機能に重要な役割を果たすような種・群集
（植物では現残量や専有面積の大きい種、動
物では個体数が多い種等）で、これらの生息
場所が破壊されるとその存在に重大な影響を
及ぼす可能性があり、適切な保全措置を検討
する必要がある。

・ 生活史、生息・生育環境条件等に関
する特性
・ 生息・生育している位置、個体数及
び繁殖等の現況
・ 生息・生育していると推定される行
動圏又は生育分布地
・ 行動圏又は生育分布地内における他
の動植物との関係
・ 推定される餌等の種類とその分布面
積及びそれらの関係

・ 動物：春季、夏季、秋季
及び冬季の年４回（最低２
シーズン）
・ 植物：春季、夏季及び秋
季の年３回（最低２シーズ
ン）

４－①緑の回廊の幅の維持
４－②移動経路の分断防止

・ 緑の回廊の設定要領の運
用について（H12.3.22付け12-
4）
・ 林道規程（S48.４.1付け
48林野道107）
・ 森林法に基づく保安林及
び保安施設地区関係事務に係
る処理基準について（H12.
４.27付け12林野治790）
・ 生物の多様性分野の環境
影響評価技術検討会中間報告
書、生物多様性分野の環境影
響評価技術（Ⅰ）スコーピン
グの進め方について（平成11
年6月）
・ 発電所に係る環境影響評
価の手引（経済産業省 令和
２年改訂）(540-543)
・ 風力発電・地熱発電に係
る国有林野の貸付け等手続き
マニュアル（62p、補充解説
８）

・ 上位性注目種
※各回廊ごとに、対象地域における生態系内での
様々な食物連鎖に留意し、環境のスケールに応じ
て、事業ごとに対象となる生態系にふさわしい種
を選定すること
(越後、秩父山地、丹沢）
・ ツキノワグマ

・ 典型性注目種
※各回廊ごとに、環境の階層的構造にも着目し、
事業ごとに対象となる生態系にふさわしい種・群
集を選定すること

・ 生態系の連続性を維持するために必要な回廊
の幅（規模、形状）を確実に確保すること。

・ 地域の動植物種にとって地球温暖化からの移
動経路（避難経路を含む）となる自然環境の連続
性を維持するために必要な回廊の幅を確実に確保
すること。

・ 構造物(擁壁、側溝等)による動植物の移動経
路の分断を確実に避けること。

〇


